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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第99期 第100期 第101期 第102期 第103期

決算年月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 2021年３月 2022年３月

売上高 (千円) ― ― ― 1,081,458 1,155,682

経常損失（△) (千円) ― ― ― △ 172,529 △230,542

親会社株主に帰属する
当期純損失（△）

(千円) ― ― ― △ 269,618 △329,381

包括利益 (千円) ― ― ― △ 269,327 △329,282

純資産額 (千円) ― ― ― 1,798,080 2,689,909

総資産額 (千円) ― ― ― 2,014,196 2,940,085

１株当たり純資産額 (円) ― ― ― 17.85 19.00

１株当たり当期純損失（△） (円) ― ― ― △2.68 △2.74

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

(円) ― ― ― ─ ─

自己資本比率 (％) ― ― ― 89.1 91.5

自己資本利益率 (％) ― ― ― ─ ─

株価収益率 (倍) ― ― ― ─ ─

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― △76,126 △214,955

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― △43,812 △76,692

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― 2,650 1,221,100

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) ― ― ― 790,701 1,720,154

従業員数(外、平均臨時
雇用者数)

(名)
― ― ― 28 26

(―) (―) (―) (─) (─)

(注) １ 第102期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。

２ 第102期から第103期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株

当たり当期純損失であるため記載しておりません。
３ 従業員数は、就業人員数を表示しております。
４ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第103期の期首から適用してお

り、それ以前については適用しておりません。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第99期 第100期 第101期 第102期 第103期

決算年月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 2021年３月 2022年３月

売上高 (千円) 1,045,567 1,084,271 587,700 713,984 865,361

経常損失（△） (千円) △267,273 △118,282 △293,156 △139,770 △220,178

当期純利益又は
当期純損失（△）

(千円) △273,814 △145,096 117,623 △269,618 △321,423

持分法を適用した場合の投資
利益又は投資損失（△）

(千円) ― ― ─ ─ ─

資本金 (千円) 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 2,111,932

発行済株式総数 (株) 100,593,749 100,593,749 100,593,749 100,593,749 141,593,749

純資産額 (千円) 2,855,157 2,431,615 2,064,663 1,798,080 2,697,867

総資産額 (千円) 3,089,147 2,611,980 2,216,181 1,936,093 2,846,516

１株当たり純資産額 (円) 28.38 24.17 20.53 17.85 19.05

１株当たり配当額
(１株当たり中間配当額)

(円)
― ― ─ ─ ─

(─) (─) (─) (─) (─)
１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）

(円) △2.72 △1.44 1.17 △2.68 △2.68

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

(円) ― ― ─ ─ ─

自己資本比率 (％) 92.4 93.1 93.2 92.7 94.8

自己資本利益率 (％) ― ― 5.2 ─ ─

株価収益率 (倍) ― ― 29.1 ─ ─

配当性向 (％) ― ― ─ ─ ─

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △100,433 △318,719 △129,622 ─ ─

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 89,313 △50,892 641,227 ─ ─

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △50,790 △266 △63 ─ ─

現金及び現金同等物の
期末残高

(千円) 766,326 396,448 907,990 ─ ─

従業員数(外、平均臨時
雇用者数)

(名)
37 29 15 17 14
(4) (─) (─) (─) (─)

株主総利回り (％) 205.3 168.4 89.5 113.2 97.4
(比較指標：配当込み TOPIX) (％) (115.9) (110.0) (99.6) (141.5) (144.3)

最高株価 (円) 238 117 78 54 48

最低株価 (円) 36 46 28 30 22

(注) １　第102期から第103期においては、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するも
のの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。第99期から第101期においては、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ 第99期、第100期、第102期及び第103期は１株当たり当期純損失が生じているため株価収益率は記載してお
りません。

３ 従業員数は、就業人員数を表示しております。なお、第103期末従業員数には、出向受入者２名が含まれて
おります。

４ 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失については、関連会社を有していないため記載しておりませ
ん。

５ 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
６ 第102期より連結財務諸表を作成しているため、第102期以降の持分法を適用した場合の投資利益、営業活動

によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び
現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。

７ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第103期の期首から適用してお
り、それ以前については適用しておりません。
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２ 【沿革】

株式会社エス・サイエンス設立以後の経緯は、次のとおりであります。

年月 概要

1946年４月 千葉県茂原市において協同産業㈱を受け継ぎ志村化工株式会社(資本金10万円)を設立し硫酸銅事
業計画に着手。

1946年12月 東京都板橋区志村に移転。

1947年４月 硫酸銅生産販売開始。

1948年９月 ニッケル事業計画に着手。

1949年１月 硫酸ニッケル生産販売開始。

1950年１月 ニッケル地金生産販売開始。

1951年12月 東京都板橋区長後町(現在の板橋区東坂下)に移転。

1952年３月 ニッケル新工場完成。

1953年12月 資本金２億４千万円で東京証券取引所の市場第一部に上場。

1963年１月 東京板橋区に志村工事㈱を設立(1975年４月社名を志村産業㈱に変更)

1968年12月 北海道伊達町(現在の伊達市)にて工場用地買収。

1969年６月 伊達町にフエロニッケル工場新設。

1979年７月 東京都板橋区東坂下にニッケルの梱包、切断及びニッケル塩類製造工場完成(借地)。

1979年10月 旧ニッケル工場跡地売却。

1982年12月 フエロニッケル操業終結。

1985年11月 伊達工場跡地の整地完了。

1990年３月 定款を変更し、事業目的に「貸金業」等５項目を追加。

1992年６月 宅地建物取引業の免許を取得し、営業活動開始。

1996年９月 特定建設業の許可を受け、営業活動開始。

2000年６月 定款を変更し、事業目的に「磁石・磁気素材の製造販売」等３項目を追加。

2001年６月 定款を変更し、事業目的に「金属粉末の製造販売」を追加。

2002年１月 静岡県御殿場市深沢に磁石・金属微粒子製造工場新設。

2003年６月 定款を変更し、事業目的に「学力養成及び進学指導に関する学習塾及び一般教養、趣味等に関す
る文化教室の経営並びに開設・運営に関するコンサルティング」等４項目を追加。

2003年10月 社名を株式会社エス・サイエンスに変更(本店所在地を東京都板橋区から千代田区に変更)。

2004年９月 株式会社ウインの株式の過半数を取得。

2005年３月 株式会社修学社の株式の過半数を取得。

2005年３月 金属微粒子製造部門である御殿場工場を譲渡。

2006年３月 株式会社フェリックスを吸収合併。

2007年３月 教育事業部・関東本部を譲渡。

2007年９月 建設事業の廃止。

2011年４月 本店を東京都千代田区から東京都中央区に移転。

2013年８月 工場を東京都板橋区から埼玉県川口市に移転。

2020年４月 株式会社なごみ設計の全株式を取得し、連結子会社化。

2022年４月
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からスタンダード市場
に移行。
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３ 【事業の内容】

当社及び当社の関係会社の事業における当社及び当社の関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとお

りであります。当連結会計年度より、株式会社なごみ設計を連結子会社化し、リフォーム関連事業を立ち上げまし

た。なお、事業区分はセグメントと同一の区分であります。

セグメントの名称 事業内容

ニッケル事業 ニッケル地金及びニッケル塩類の販売

不動産事業 不動産の売買、仲介及び賃貸

教育事業 学習塾の経営

スーパーマーケット関連事業 スーパーマーケットの運営

リフォーム関連事業 建築工事、内装工事

(注)スーパーマーケット関連事業は、2022年５月19日開催の取締役会の決議に基づいて一旦休止しております。

事業の系統図は、次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】

名称 住所
資本金又は
出資金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
(被所有)割合

(％)
関係内容

(連結子会社)

㈱なごみ設計 神奈川県横浜市中区 20
建築工事、内
装工事 所有 100.0 役員の兼任 ３名

(その他の関係会社)

㈱エルアイイーエイチ 東京都江東区 100 事業持株会社 (被所有 21.94) 役員の兼任 １名

５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2022年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

ニッケル事業 5

不動産事業 2

教育事業 1

リフォーム関連事業 12

全社（共通） 6

合計 26

(注) 従業員数は、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員であります。

(2) 提出会社の状況

2022年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

14 63.8 19.5 3,702

セグメントの名称 従業員数(名)

ニッケル事業 5

不動産事業 2

教育事業 1

全社(共通) 6

合計 14

(注) １ 従業員数は、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３ 当期末従業員数には、出向受入者２名が含まれております。

４ 全社(共通)は、管理部門の従業員であります。

(3) 労働組合の状況

当社グループの労働組合は、志村化工労働組合と称し化学一般労働組合連合全関東地方本部に加入しておりま

す。2022年３月31日現在の組合員数は３名であります。

なお、労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

（１）会社の経営の基本方針

当社グループは、ニッケル事業・不動産事業・教育事業・スーパーマーケット関連事業・リフォーム関連事業を

経営しております。経営の多角化を推進し各事業の機動的な活動により継続的な企業価値の向上を図ることにより、

株主・顧客・取引先・従業員など、すべてのステークホルダーのみなさま並びに社会にとって価値ある企業となる

ことを目指しております。

（２）目標とする経営指標

当社は、収益向上と財務体質の強化を経営目標として、事業の改革と業績向上に取り組んでおり、今後も各事業

部門の改革と柔軟な営業活動により、黒字体質を目指し安定配当を目標としております。

（３）中長期的な会社の経営戦略

　 当社グループは、厳しい環境の下でも利益を確保できる事業構造・体制を目指した展開を行ないます。

（４）会社の対処すべき課題

　① 当社グループの現状の認識について

当社グループを取り巻く事業環境は多岐に亘っております。ニッケル業界につきましては、自動車や電子機器、

住宅向け等に需要が多く、世界情勢や景気の影響を非常に受けやすい業界であるため、コロナウィルスによる世界

情勢及びＬＭＥ価格や為替の動向に注視しながら営業活動に努めていく必要があります。不動産業界につきまして

は、コロナウィルスの影響で価格も落ち込み、感染症防止対策の自粛要請に伴う、対面での営業ができないなど取

引も落ち込みましたので、コロナウィルス感染が不動産業界に今後どのように影響を及ぼすのか、また人口の減少

等、不動産市場の動向を慎重に見極めながら営業活動を行う必要があります。教育業界につきましては、少子化が

進行しているという大問題があり、当社では自前での経営を整理しＦＣ化を実施したことにより、赤字体質から脱

却を図っております。スーパーマーケット関連事業につきましては、同業他社や異業種（ドラッグストア、コンビ

ニエンスストア、ディスカウントストア）との競争が激化しているので、生き残るためにはいかに差別化できるか

が重要なポイントとなっております。リフォーム関連事業につきましては、コロナウィルスの影響で販売に支障を

きたしております。不動産関連事業と連携を深めながら、幅広い営業活動を展開して、収益確保に努める必要があ

ります。

② 当面の対処すべき課題の内容

このような厳しい経営環境ではありますが、当社といたしましては、利益重視の効率経営を経営方針としている

ことより、以下の重点施策を実施いたします。

a. 営業基盤の強化

b. 収益力の強化

c. 人材の強化

③ 対処方針及び具体的な取組状況

a. 営業基盤の強化

新規顧客の開拓、既存顧客でのシェアの拡大による営業基盤の強化を図ってまいります。このため、顧客ニー

ズにあった商品やサービスの提供等一層のきめ細かい付加価値サービスを展開する地域戦略や商品戦略の見直し

を行い営業基盤の拡大を図っております。

b. 収益力の強化

営業基盤の強化による競争力をいかに維持し、高収益を確保するかが緊急の課題であります。このため、販売

増強による粗利益率の向上を目指し、コスト低減やリスク管理の一層の徹底により収益力の向上を図っておりま

す。

c. 人材の強化

営業基盤、収益力の強化を担う人材の育成や人材登用と適材適所による人材の有効活用を図っております。

　



― 8 ―

（５）新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウィルス感染症の流行による影響については、事態の収束に時間を要すれば、景気後退にもつながる

ので、営業活動に支障をきたし、売上の減少が想定されます。当社としましては、そのような事態を最小限に食い

止めるためにも市場環境に注視し、必要に応じて適切な処置をとっていく所存でございます。

以上、今後の外部環境に柔軟に対応しつつ、課題克服に全力を傾注してまいる所存であります。

２ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

（１）非鉄金属市況及び為替の変動

当社グループが製品として購入しておりますニッケルは、ロンドン金属取引所（ＬＭＥ）の相場により決定され

る国際市況商品であり、その時点での市場価格を反映させているため、仕入金額及び売上高は大きく変動する可能

性があります。また為替変動の影響も受けます。このため、常に適正な在庫の確保に努めリスク軽減を図っており

ますが、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

（２）不動産市況の影響について

当社グループが保有する不動産は、景気や金利、地価など経済情勢の影響を受けやすく、当社においては不動産

査定や不動産営業において豊富な経験と高度な専門知識を有する人材が対応しておりますが、不動産市況が当社の

予想を超えて、想定以上の資産価値の下落を生じるような事態に及んだ場合、当社の経営成績及び財政状態に影響

を与える可能性があります。

（３）保有有価証券の評価損について

当社グループは、時価のある超優良株式を保有しているため、株式市場の変動に伴い、評価損が発生する可能性

があり、当社の経営成績及び財務状態に影響を与える可能性があります。

（４）減損のリスク

当社グループの保有資産について、実質的価値の低下等により減損処理が必要になった場合、当社の経営成績及

び財務状態に影響を与える可能性があります。

（５）不良債権発生のリスク

当社グループでは、販売先との取引開始にあたっては、業界情報の収集や、信用調査会社を利用して信用度、経

営成績、資産内容等の調査を実施して与信管理を行っており、必要に応じて担保や保証を取り付け貸倒れリスクの

保全を図っております。しかしながら取引先の業績悪化などにより予期せぬ貸倒れリスクが顕在化し、損失を被っ

た場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

（６）新型コロナ感染症の影響

当社グループは感染症等が拡大した場合に備え、在宅勤務や時差出勤等予防対策を講じておりますが、新型コロ

ナ感染症の世界的な拡大により、営業活動に支障をきたす場合や人的被害を被った場合、当社の業績に影響を及ぼ

す可能性があります。
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（７）継続企業の前提に関する重要事象等

当社は、前期2021年３月期に営業損失やマイナスの営業キャッシュ・フローを計上しました。2022年３月期に

おいては、売上増や営業利益の黒字化を目指して取り組んでおりましたが、コロナウィルスショックの影響が長

引いたため、想定以上に他事業の売上の落ち込みが続き、2022年３月期においても、当社グループとして営業

損失、当期純損失を計上しております。

このため「継続的な営業損失又は営業キャッシュ・フローのマイナス」となり、2022年３月期においても、継続

企業の前提に関する重要事象等が存在しております。当社グループは、この状況を改善するために新たな資金調達

を行ない、新規事業を立ち上げました。また、子会社化した株式会社なごみ設計におきましても、戦略的な事業拡

大を推進しております。

そのため、継続企業の前提に関する注記の必要は無いものと判断しております。

３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」と

いう。）の状況の概要は次のとおりであります。

① 財政状態及び経営成績の状況

ａ．財政状態

当連結会計年度末の資産につきましては、流動資産は784百万円増加して2,690百万円となりました。主な内訳は、

現金及び預金1,735百万円、商品及び製品627百万円であります。固定資産は141百万円増加して249百万円となりま

した。主な内訳は、有形固定資産140百万円、投資その他の資産109百万円等であります。

当連結会計年度末の負債につきましては、流動負債は34百万円増加して168百万円となりました。主な内訳は、支

払手形及び買掛金91百万円、未払法人税等43百万円であります。固定負債は0.9百万円減少して81百万円となりまし

た。

当連結会計年度末の純資産合計は、891百万円増加して2,689百万円となり、自己資本比率は91.5％となりました。

ｂ．経営成績

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい状況が徐々に緩和され、

緩やかな回復基調にありましたが、世界的な原材料の価格の高騰、半導体不足やサプライチェーンの混乱などの影

響に加え、ロシアによるウクライナ侵攻の影響を受け、先行きは極めて不透明な状況が続いております。

このような状況の下、当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高1,155百万円（前年同期売上高

1,081百万円）、営業損失259百万円（前年同期営業損失239百万円）となり、有価証券売却益９百万円、受取配当金

７百万円等31百万円を営業外収益に計上し、経常損失は230百万円（前年同期経常損失172百万円）となり、減損損

失92万円を特別損失に計上したことにより、親会社株主に帰属する当期純損失329百万円（前年同期純損失269百万

円）となりました。
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セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。

(ａ) ニッケル事業

前年に比べ販売数量は減少しましたが、ＬＭＥ(ロンドン金属取引所)のニッケル価格が高騰したことにより顧客

への供給が不安定となり販売単価が上がりました。そのため売上高が745百万円（前年同期522百万円42.7％増）と

なりました。

セグメント利益（営業利益）は165百万円（前年同期セグメント利益75百万円 119.9％増）となりました。

(ｂ) 不動産事業

販売用不動産は、売り時の見極めが重要となり、当連結会計年度における販売用不動産の売却は１件となり、賃

貸料収入と合わせて、売上高は51百万円（前年同期185百万円 72.0％減）となりました。

セグメント利益（営業利益）は６百万円（前年同期セグメント利益23百万円 71.9％減）となりました。

(ｃ) 教育事業

事業の撤退により売上高はフランチャイズのロイヤルティーのみの計上となり、売上高は１百万円（前年同期６

百万円 76.9％減）となりました。

セグメント損失（営業損失）は24百万円（前年同期セグメント損失23百万円 5.1％増）となりました。

(d) スーパーマーケット関連事業

2021年11月下旬に事業を開始しましたが、投資金額に見合う採算が見込めないことから、2022年１月末日から休

業しているため、売上高は66百万円（前年同期との比較なし）となりました。

セグメント損失（営業損失）は108百万円（前年同期との比較なし）となりました。

(e) リフォーム事業

新型コロナウイルスの影響により、受注は減少し売上高は290百万円（前年同期367百万円 21.0％減）となりまし

た。

セグメント損失（営業損失）は15百万円（前年同期セグメント損失40百万円 62.1％減）となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、929百万円（117.5％）増加して

1,720百万円となりました。

　 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況と増減の要因は、以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度末における営業活動により減少した資金は、214百万円（前年同期76百万円の減少）となりまし

た。これは主に、税金等調整前当期純損失等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度末における投資活動により減少した資金は、76百万円（前年同期43百万円の減少）となりまし

た。これは主に、有形固定資産の取得等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度末における財務活動による資金の増加は、1,221百万円（前年同期２百万円の増加）となりまし

た。これは主に、株式の発行によるものであります。
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③ 生産、受注及び販売の実績

　ａ．生産実績

当連結会計度においては、リフォーム関連事業で生産しておりますが、生産実績を定義することが困難であるた

め、生産実績を記載しておりません。

　ｂ．仕入実績

当連結会計年度における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 仕入高(千円) 前年同期比(％)

ニッケル事業
ニッケル地金 275,102 64.9

ニッケル塩類 203,504 22.5

ニッケル事業計 478,606 43.7

スーパーマーケット関連事業 78,742 ─

(注) １ 金額は、仕入価格によっております。

ｃ．受注実績

当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 受注残高(千円) 前年同期比(％)

リフォーム関連事業 139,222 88.1

ｄ．販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

ニッケル事業 745,331 42.7

不動産事業 51,755 △72.0

教育事業 1,500 △76.9

スーパーマーケット関連事業 66,773 ─

リフォーム関連事業 290,321 △21.0

合計 1,155,682 6.9

(注) １ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合

相手先
当連結会計年度

販売高(千円) 割合(％)

ニッケル事業 旭日産業㈱ 120,181 10.4

(注) 前連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合は、総販売実績に対する割合が100分

の10％未満のため記載を省略しております。
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（２）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

a．財政状態の分析

(流動資産)

当連結会計年度末における流動資産の残高は、前連結会計年度に比べて784百万円増加し2,690百万円となりま

した。主な内訳は現金及び預金1,735百万円、商品及び製品627百万円であります。

(固定資産)

当連結会計年度末における固定資産の残高は、前連結会計年度に比べて141百万円増加し249百万円となりまし

た。主な内訳は有形固定資産140百万円、投資その他の資産109百万円等であります。

(流動負債)

当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度に比べて34百万円増加し168百万円となりまし

た。主な内訳は支払手形及び買掛金91百万円、未払法人税等43百万円であります。

(固定負債)

当連結会計年度末における固定負債の残高は、前連結会計年度に比べて0.9百万円減少し81百万円となりまし

た。

(純資産)

当連結会計年度末における純資産合計の残高は、前連結会計年度に比べて891百万円増加し2,689百万円となり

ました。主な内容は資本金2,111百万円、資本剰余金1,433百万円等であります。

　 b．経営成績の分析

(売上高)

当連結会計年度の売上高は、主にニッケル事業の売上額が増加したこととスーパーマーケット関連事業が加わ

ったことで1,155百万円（前年同期比6.9％増）となりました。

(売上総利益)

当連結会計年度における売上総利益は、主にニッケル事業の利益が上がったため248百万円（前年同期比37.8

％増）となりました。

(販売費及び一般管理費)

当連結会計年度のおける販売費及び一般管理費は、主にスーパーマーケット関連事業が加わったことで508百

万円（前年同期比21.1％増）となりました。

(営業外損益)

当連結会計年度における営業外収益は有価証券評価益の減少により31百万円（前年同期比53.5％減）となりま

した。当連結会計年度における営業外費用は２百万円（前年同期比63.3％増）となりました。

(特別損益)

当連結会計年度における特別損失は、スーパーマーケット関連事業における減損損失を計上したことにより92

百万円（前年同期比0.2％増）となりました。

以上の結果、当連結会計年度の営業損失は259百万円（前年同期営業損失239百万円）、経常損失は230百万円

（前年同期経常損失172百万円）、親会社株主に帰属する当期純損失は329百万円（前年同期親会社株主に帰属す

る当期純損失269百万円）となりました。

c. セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

セグメントごとの状況については、「（1）経営成績等の状況の概要 ① 財政状態及び経営成績の状況」に

記載のとおりであります。
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②キャッシュフローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

a．キャッシュ・フローの分析

　キャッシュ・フローの状況については、「（1）経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記

載のとおりであります。

b.資本の財源及び資金の流動性

　当社グループの主要な資金需要は、販売用不動産の購入、商品仕入れ、販売費及び一般管理費の営業費用等であ

ります。当社は安定した経営状態を保持するため、事業運営上必要な資金は自己資金により賄うことを基本方針と

しております。

③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されておりま

す。この財務諸表の作成にあたって、重要な会計方針は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （1）連結財務諸

表 注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）」に記載のとおりであります。財務諸表の作成

にあたっては、会計上の見積りを行う必要があり、特に以下の事項は、経営者の会計上の見積りの判断が財政状態

及び経営成績に重要な影響を及ぼすと考えています。

４ 【経営上の重要な契約等】

当社は、2021年11月12日開催の取締役会において、株式会社エルアイイーエイチを割当予定先とする新株式の発行

をし、割当予定先との間で募集株式の総数引受契約書を締結することを決議し、同日付で本契約を締結しておりまし

たが、2021年11月29日付で第三者割当による払込が完了しました。

　 本第三者割当増資の概要は以下の通りです。

　払込期日 2021年11月29日

　発行新株式数 16,000,000株

　発行価額 １株につき30円

　調達資金の額 480,000,000円

資本組入額 １株につき15円

資本組入額の総額 240,000,000円

募集又は割当方法 第三者割当の方法による。

割当先 株式会社エルアイイーエイチ

５ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当社グループは、長期的に成長が期待できる製品分野及び研究開発分野に重点を置き、合わせて省力化、合理化の

ための投資を行っておりますが、当連結会計年度において計上いたしました重要な設備投資はありません。

２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

2022年３月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(名)建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

工具器具
備品

リース資産
土地

(面積千㎡)
合計

川口工場
(埼玉県川口市)

ニッケル事業 生産設備 ─ ─ ─ ─ ─ ─
2

(2)

大阪営業所
(大阪市天王寺区)

ニッケル事業
不動産事業

販売業務 ─ ─ ─ ─ ─ ─
2

(1)
本社
(東京都中央区)

ニッケル事業 販売業務 ─ ─ ─ ─ ─ ─
2

(1)
本社
(東京都中央区)

不動産事業 販売業務 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 1

関西本部
(大阪市天王寺区)

教育事業 事務業務 637 ─ ─ ─ ─ 637 1

スーパーマーケッ
ト（埼玉県春日部
市）

スーパーマー
ケット関連事
業

販売業務 125,234 8,733 2,260 ─ ─ 136,228 0

本社
(東京都中央区)

全社（共通） 本社機能 ─ 3,316 171 ─ ─ 3,488 5

　
(注) １ 提出会社の従業員数は、出向受入者２名が含まれており、( )は嘱託人数を内数で表示しております。

２ 従業員数には、契約社員、非常勤講師及び事務パート職員等の臨時従業員は含んでおりません。

(2) 国内子会社

2022年３月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(名)建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

工具器具
備品

リース資産
土地

(面積千㎡)
合計

株式会社
なごみ設計

本社
(横浜市中区)

リフォーム
関連事業

本社機能 0 0 12

(3) 在外子会社

該当事項はありません。

３ 【設備の新設、除却等の計画】

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

② 【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2022年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2022年６月30日)

上場金融商品取引所名又は登録認
可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 141,593,749 141,593,749
東京証券取引所
市場第一部(事業年度末現在)
スタンダード市場(提出日現在)

単元株式数は100株
であります。

計 141,593,749 141,593,749 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

第４四半期会計期間
(2022年１月１日から
2022年３月31日まで)

第103期
(2021年４月１日から
2022年３月31日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正
条項付新株予約権付社債券等の数(個)

57,000 250,000

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) 5,700,000 25,000,000

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等
(円)

22.05 29.64

当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) 125,685 741,114

当該期間の末日における権利行使された当該
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の
数の累計(個)

─ 250,000

当該期間の末日における当該行使価額修正条
項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付
株式数(株)

─ 25,000,000

当該期間の末日における当該行使価額修正条
項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均
行使価額等(円)

─ 29.64

当該期間の末日における当該行使価額修正条
項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金
調達額(千円)

─ 741,114
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2017年2月28日
　 (注)１

△1,476,119 100,593,749 ― 1,500,000 ― ―

2017年6月30日
　 (注)２

─ 100,593,749 ─ 1,500,000 ─ ─

2021年4月1日
～

2021年11月25日
　 (注)３

17,550,000 118,143,749 287,912 1,787,912 287,912 292,941

2021年11月29日
　 (注)４

16,000,000 134,143,749 240,000 2,027,912 240,000 532,941

2021年12月1日
～

2022年3月4日
　 (注)３

7,450,000 141,593,749 84,019 2,111,932 84,019 616,961

(注) １ 2017年2月28日付で自己株式の消却をしております。

(注) ２ 2017年6月30日付でその他資本剰余金からの配当に伴う資本準備金の積立てをしております。

(注) ３ 新株予約権の行使による増加です。

(注) ４ 有償第三者割当 発行価格 480,000,000円(1株につき30円)

資本組入額 240,000,000円(1株につき15円)

　 割当先 株式会社エルアイイーエイチ

(注) ５ 2021年３月５日提出の有価証券届出書及びこれに関する訂正届出書（同月10日及び23日提出）、2021年11月

12日提出の有価証券届出書に記載いたしました「手取金の使途」について、以下の通り変更いたしました。

１．変更の理由

当社は、安定した収益基盤を確保し、事業を継続的、かつ機動的に 発展させるため、新規事業としてのスーパーマー

ケット事業の立ち上げに必要な投資資金、既存事業 である不動産事業の拡大のための資金及び当社の子会社であるリフ

ォーム事業を営む株式会社なごみ設計の拡大とＭ＆Ａ資金を目的とした第６回新株予約権の資金調達とスーパーマーケ

ット事業に 必要な投資資金を目的とした新株式の発行による資金調達を行いました。スーパーマーケット事業について

は、2021年11月20日に春日部１号店をオープンいたしましたが、近隣同業他店との価格競争が激しいこと、客単価の低

さ等から目標とする売上並びに収益をはるかに下回ったことから、大きな損失が膨らむ前の2022年１月31日に一時休業

といたしました。 その後検討した結果、スーパーマーケット事業を当分の間休止することを決定いたしました。 不動

産事業及びリフォーム事業（子会社）の資金使途につきましては、継続的に進めてきましたが、新型コロナ感染症の影

響が続き、具体化するまでの一定の期間が見込まれることから資金使途を見直すことといたしました。また、諸般の情

勢等を含め検討した結果、事業領域の拡大と収益基盤の構築を目指すことから、今後当社の経営基盤を強固にするため、

大きい収益をすでに確保できている会社をＭ＆Ａすることが最も得策であるとの結論に達しました。以上の理由により

当初の資金使途を変更することとなりました。
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　２．資金使途変更の内容

　第６回新株予約権発行による資金使途の変更の内容は以下のとおりです。

[変更前]

手取金の使途
金額

(百万円)
支出予定時期

① スーパーマーケットの出店及び卸売事業の立ち上げに必要な費用 600 2021年３月～2023年６月

② 不動産事業の拡大のための資金 270 2021年３月～2023年２月

③ リフォーム事業の拡大のための人材の補充とＭ＆Ａに必要な資金 92 2021年３月～2022年６月

合 計 962

[変更後]

手取金の使途
金額

(百万円)
支出予定時期

① スーパーマーケットの出店及び卸売事業の立ち上げに必要な費用 346 2021年３月～2022年４月

③ Ｍ＆Ａのために必要な資金 390 2022年７月～2022年８月

合 計 736

注)変更前の手取金額は962百万円を見込んでおりましたが、株価の変動により変更後手取金額となりました。

　第三者割当増資による資金使途の変更の内容は以下のとおりです。

[変更前]

手取金の使途
金額

(百万円)
支出予定時期

スーパーマーケット並びにその事業拡大に向けての事業資金 475 2022年１月～2023年３月

[変更後]

手取金の使途
金額

(百万円)
支出予定時期

Ｍ＆Ａのために必要な資金 475 2022年７月～2022年８月

(5) 【所有者別状況】

2022年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

─ 11 24 103 37 97 22,582 22,854 ─

所有株式数
(単元)

─ 103,096 42,450 322,758 35,411 3,741 907,848 1,415,304 63,349

所有株式数
の割合(％)

─ 7.28 3.00 22.80 2.50 0.26 64.15 100.00 ─

(注) １ 自己株式 2,094株は「個人その他」に20単元及び「単元未満株式の状況」に94株含めて記載しております。

２ 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の株式が77単元及び66株が

含まれております。
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(6) 【大株主の状況】

2022年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社エルアイイーエイチ 東京都江東区南砂２－３６－１１ 31,057 21.93

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町２－１１－３ 8,918 6.30

品 田 守 敏 神奈川県横浜市中区 2,300 1.62

JP JPMSE LUX RE NOMURA INT
PLC 1 EQ CO
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀
行)

1 ANGEL LANE LONDON - NORTH OF THE
THAMES UNITED KINGDOM EC 4R 3 AB
(千代田区丸の内２－７－１)

2,051 1.45

小 菅 守 東京都江東区 1,500 1.06

前 田 喜 美 子 北海道河東郡 1,366 0.97

望 月 保 幸 千葉県流山市 1,313 0.93

森 信 義 埼玉県川口市 1,212 0.86

楽天証券株式会社 東京都港区南青山２－６－２１ 1,010 0.71

武 市 眞 次 埼玉県川口市 1,000 0.71

計 － 51,729 36.53

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2022年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 ―

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

2,000

完全議決権株式(その他)
普通株式

1,415,284 同上
141,528,400

単元未満株式
普通株式

― 同上
63,349

発行済株式総数 141,593,749 ― ―

総株主の議決権 ― 1,415,284 ―

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が7,766株(議決権77個)含ま

れております。

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式94株が含まれております。
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② 【自己株式等】

2022年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社エス・サイエンス

東京都中央区銀座
八丁目９番13号

2,000 ─ 2,000 0.00

計 ― 2,000 ─ 2,000 0.00

２ 【自己株式の取得等の状況】
　

【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

　 該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 224 2

当期間における取得自己株式 48 0

(注) 当期間における取得自己株式には、2022年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含めておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(千円)
株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

─ ─ ─ ─

消却の処分を行った取得自己株式 ─ ─ ─ ─

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

─ ─ ─ ─

その他 ─ ─ ─ ─

保有自己株式数 2,094 ─ 2,142 ─

.(注) 当期間における保有自己株式数には、2022年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。

３ 【配当政策】

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要政策に位置づけており、経営の改善と業務の効率化に努め、企業

価値を高めていく所存であります。当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としてお

ります。配当の決定機関は、取締役会であります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、誠に遺憾ながら期末配当は見送ることとさせていただきます。
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

　① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、急速に変化していく経営環境に対し、柔軟に対応

しかつ企業倫理と経営方針を維持するためにもコーポレート・ガバナンスの充実を目指しております。そのために

適時情報開示の充実を図り、健全な企業活動を維持してまいります。

② 監査等委員会設置会社への移行後の体制

2022年６月29日開催の第103回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の一部

変更が承認されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしま

した。

2022年６月29日現在、会社の機関・内部統制の関係は以下のとおりであります。

　③ 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

　 当社は監査等委員会設置会社の経営体制を基本とし、当社の規則等に鑑み取締役会の機動性を重視した取締役体

制をとるとともに、運営面では各取締役が各々の判断で意見を述べられる独立性を確保しております。

a.取締役会

取締役会は、定時又は臨時に開催され、法令・定款及び取締役会規定の定めるところにより、経営上の重要な方

針並びに業務執行上の重要事項を決議しております。取締役会の構成人員は７名（うち監査等委員である取締役は

３名）であり、代表取締役会長の品田守敏、代表取締役社長の福村康廣、取締役の甲佐邦彦、田中祥司(社外取締

役)の４名と監査等委員である取締役の塩澤義一、上田直樹(監査等委員である社外取締役)、野村和正(監査等委員

である社外取締役)の３名で構成されております。

b.監査等委員会

監査等委員会は監査方針等を協議しております。また、取締役会をはじめとする主要会議に出席し、取締役の職

務執行を監視しております。取締役による迅速な意思決定と取締役会の活性を図り、過半数の監査等委員である社

外取締役で構成された監査等委員会による取締役会の業務執行に対する監査機能により、業務執行に対しガバナン

ス機能が発揮される体制となっております。常勤の監査等委員である取締役の塩澤義一を議長とし、上田直樹（監

査等委員である社外取締役）、野村和正（監査等委員である社外取締役）の３名で構成されており、監査等委員で

ある社外取締役２名のうち一人が公認会計士の資格を有する弁護士、もう一人が司法書士並びに行政書士事務所で

の豊富な経験を有し、独立性と多様性が保たれております。
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c.事業部会議

取締役、事業部責任者及び監査等委員である取締役から構成される事業部会議を毎月開催し、業務上の重要事項の

協議及び報告等を行っております。

④ 企業統治に関するその他の事項

a. 内部統制システムの整備の状況

(a) 取締役会は、内部統制基本方針を策定し、取締役による内部統制の実施状況について定期的にまた随時、報

告を受け、また報告を指示し、内部統制の実施状況を監督し、適宜、内部統制基本方針の見直しを行っており

ます。

(b) 代表取締役は、取締役会が決定した内部統制基本方針に基づく内部統制の整備及び運用に責任を負い、その

ための内部統制の履践の重要性を役職員に周知徹底し、とりわけ内部統制に係る情報の伝達が職員において正

確かつ迅速に行われるような環境の醸成に努めております。

(c) 内部統制担当取締役は、内部統制全般を所管する取締役として総務担当取締役が任命されます。その際、コ

ンプライアンス担当及びリスク管理担当を兼務します。内部統制管理規程を策定し、各事業部門毎に実施する

内部統制の基本方針を策定するとともに、全社的なリスク評価とその対応についての合理的な保証を得るため

の業務プロセス手続を策定するための内部統制計画を策定し、その進捗状況をレビューし、横断的な管理を行

うことに責任を負います。また、財務報告に関する内部統制に関する計画についても、総務担当取締役が責任

を負うとともに役職員に対して内部統制上有益な見直しを行う責任を負います。

b. 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社の役員及び使用人等が子会社の役員に就任し、子会社の重

要な意思決定に携わることで職務の執行を監督しております。

c. 責任限定契約の内容の概要

　（業務執行取締役等でない取締役と監査等委員の間で締結した責任限定契約の内容の概要）

　当社は、会社法第427条第１項及び当社の定款の規定に基づき、業務執行取締役等でない取締役との間にお

いて、同法第423条第１項の損害賠償責任について、法令が定めた額を限度とする契約を締結しております。

（会計監査人との間で締結した責任限定契約の内容の概要）

　当社は、会社法第427条第１項及び当社の定款の規定に基づき、会計監査人との間において、同法第423条第

１項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、監査法人の会計監査人

としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として当社から受け、もしくは受けるべき財産上の利益の額の

事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額を限度とする契約を締結しております。

d. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

　 当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者

が会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされたことによ

り、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全

額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補

償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
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　 ⑤ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

　 a. 自己株式の取得

　 当社は自己株式の取得について経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行すること

を可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株

式を取得することができる旨を定款で定めております。

　 b. 取締役の責任免除

　 当社は取締役が職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第１項の規定に

より、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の取締役（取締役であった者を含む）の損害賠償責任を法令

の限度において免除することができる旨を定款に定めております。

c. 剰余金の配当等

当社は、株主への機動的な資本政策及び会計上の整理並びに配当政策の実施を可能にするため、剰余金の配

当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議

によらず取締役会の決議により定めることとする旨を定款で定めております。

d. 中間配当

当社は、株主への機動的な資本政策及び会計上の整理並びに配当政策の実施を可能にするため、会社法第454

条第５項の規定により、取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことができる

旨を定款に定めております。

　 ⑥ 取締役の定数

　 当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。

　 ⑦ 取締役の選任の決議要件

　 当社の取締役の選任決議は、議決権を行使できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議

決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

　　⑧ 株主総会の特別決議要件

当社は会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使できる株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨、定款で定めております。これは特

別決議を機動的に行うためのものであります。
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(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率─％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(百株)

代表取締役
会長

品 田 守 敏 1940年８月28日生

1995年３月 当社取締役

2000年６月 当社取締役副社長 新規事業統括

2001年10月 当社代表取締役副社長

2003年６月 当社代表取締役社長

2009年５月 当社代表取締役会長(現職)

2012年６月 ㈱エルアイイーエイチ

取締役会長(現職)

(注)3 23,000

代表取締役社長 福 村 康 廣 1956年８月26日生

2003年６月 当社取締役

2004年10月 ㈱東京理化工業所 代表取締役社長

2005年６月 当社代表取締役福社長

2007年１月 当社取締役副社長

2008年２月 当社取締役(非常勤)

2009年８月 当社取締役 辞任

2012年６月 ㈱エルアイイーエイチ

代表取締役社長(現職)

2018年６月 当社取締役

2020年１月 当社取締役副社長

2020年９月 当社取締役社長

2022年２月 当社代表取締役社長(現職)

(注)3 ─

常務取締役 甲 佐 邦 彦 1946年４月15日生

1971年４月 当社入社

2003年４月 当社総務部部長

2006年４月 当社総務担当執行役員

2007年６月 当社取締役総務部長

2013年６月 当社常務取締役

2014年７月 当社取締役社長

2020年９月 当社常務取締役(現職)

(注)3 30

取締役 田 中 祥 司 1959年９月27日生

1982年４月 藤田観光㈱入社

1994年９月 都市鑑定研究所設立

2008年４月 ㈱リサパートナーズ顧問

2008年７月 都市鑑定アドバイザリー㈱設立

同社代表取締役(現職)

2011年６月 当社取締役(現職)

(注)3 ─

取締役

(常勤)

監査等委員

塩 澤 義 一 1944年５月７日生

1967年７月 当社入社

1997年３月 当社総務部部長

1999年６月 当社常勤監査役

2022年６月 当社常勤取締役(監査等委員)(現職）

(注)4 3

取締役
監査等委員

上 田 直 樹 1972年12月１日生

1999年４月 第ニ東京弁護士会登録

さくら共同法律事務所入所

2003年４月 金融庁監督局総務課 課長補佐

2012年４月 さくら共同法律事務所

パートナー就任(現職)

2013年１月 当社仮監査役

2013年６月 当社監査役

2022年６月 当社取締役(監査等委員)(現職）

(注)4 ―

取締役
監査等委員

野 村 和 正 1947年８月15日生

1975年３月 野村司法書士事務所入所

1984年４月 野村経営管理事務所代表

2019年６月 当社監査役

2022年６月 当社取締役(監査等委員)(現職）

(注)4 ―

計 23,033

(注) １ 取締役のうち、田中祥司は、社外取締役であります。

２ 取締役 監査等委員のうち、上田直樹及び野村和正は、社外取締役であります。

３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４ 取締役 監査等委員の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであ

ります。
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② 社外役員の状況

当社は社外取締役１名、監査等委員である社外取締役２名を選任しており、各々当社との人的・取引関係そ

の他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。

社外取締役の田中祥司氏は、不動産鑑定士のみならず経営者として長年に亘り豊富な経験を積まれており、

当社の非業務執行取締役（非常勤）として、その高い見識を活かして当社のコンプライアンスや経営体制の強

化に関して、執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、当社の取締役会において的確な提言・助言をいた

だくことにより、経営体制の強化など当社のコーポレート・ガバナンスに資するところは大きいと判断してお

ります。

監査等委員である社外取締役の上田直樹氏は、弁護士の資格を有しながら、金融庁の課長補佐の経歴を持

ち、法律のみならず幅広い見識を有しており、その能力と豊富な経験で中立的な立場から評価・監視していた

だきます。また、同様に野村和正氏は、長年に亘る司法書士並びに行政書士事務所での豊富な経験や実績とそ

の幅広い見識で当社の経営を客観的及び中立的な立場から評価・監視していただきます。各社外監査等委員で

ある取締役は常勤の監査等委員である取締役と連携して、監査等委員会にて監査方針、監査計画、監査方法、

業務分担を審議、決定し、これに基づき年間を通して監査を実施し、社外取締役の独立・公正な立場から監査

を実施していただきます。

社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所の独立役員に関する

判断基準等を参考に定めております。

当社は、社外取締役の田中祥司氏及び野村和正氏の２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届

け出ております。

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

a. 組織・人員

当事業年度の当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。常勤監査役１名及び非常勤監査役

２名で構成されており、うち２名が社外監査役であります。

b. 監査役及び監査役会の活動状況

常勤監査役は監査役会議長となり、財務諸表の監査及び会計監査人監査報告書の受領者となっており、当該報告

書を監査役会にて審議・協議しております。社外監査役２名は過去及び現在の豊富な経験を通して、意見や社外情

報を大局的な立場、視点から提供していただくと同時に、独立的な立場から監査をしていただいております。

監査役会は、当社監査役会規定及び当該事業年度の監査計画に基づき開催され、必要に応じて随時開催されま

す。当事業年度は合計７回開催しております。常勤監査役塩澤義一、社外監査役の上田直樹及び野村和正は監査役

会７回の内７回出席しております。

年間を通じ次のような決議、報告、審議、協議がなされました。

決議：監査役監査方針・監査計画・職務分担、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書案等

報告：取締役会議題事前確認、監査役会活動状況及び社内決裁内容確認等

審議・協議：内部統制監査の評価確認、監査役活動年間レビュー及び監査役会の実効性評価、会計監査人の評価及

び再任・不再任、監査報告書案等

また、監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っております。

当事業年度の取締役会は合計13回開催され、常勤監査役塩澤義一、社外監査役の上田直樹及び野村和正は13回の

内13回出席しております。

②監査等委員会の状況

2022年６月29日開催の第103回定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたし

ました。

a. 組織・人員

当社における監査等委員会監査は、監査等委員会制度を採用しております。常勤の監査等委員１名及び非常勤の

監査等委員２名で構成されており、うち２名が社外取締役であります。
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③ 内部監査の状況

　当社の内部統制監査は、３名以内で構成する内部統制部門が毎年度計画的にグループ内の業務監査を実施してお

ります。当該内部統制部門は代表取締役直轄であり、被監査部門に対しては、改善事項の指摘を行う等、実効性の

ある監査を実施しております。また、定期的に会計監査人、監査役との意見交換を行うことによって、相互に連携

を図っております。当社は、監査室を設置しておりませんが、内部統制対応担当者がその役割を担っており、監査

役及び内部統制部門との意見交換や内部統制監査の連携を図ることによって、内部統制の実効性を高めることとし

ております。

　 ④ 会計監査の状況

　 a. 監査法人の名称

　 ＫＤＡ監査法人

b. 継続監査期間

17年間

業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、連続して７会計期間を超えて監査業務に関

与しておりません。

　 c. 業務を執行した公認会計士

　 指定社員業務執行社員 毛 利 優

　 指定社員業務執行社員 関 本 享

　d. 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 ４名

会計士補 １名

e. 監査法人の選定方針と理由

監査役会は、会計監査人を監査法人の概要による社会的評価と、監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥

当であるかどうかを鑑みて総合的な判断に基づいて選定しております。監査役会は、会計監査人の職務の執行に

支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取

締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第

340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人

を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、

会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立

の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の

執行状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に

行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基

準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めまし

た。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないものと総合的に評価して再任を決議しております。
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⑤ 監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 17,500 ─ 17,500 ─

連結子会社 ─ ─ ─ ─

計 17,500 ─ 17,500 ─

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬（a.を除く）

　 該当事項はありません。

c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

d. 監査報酬の決定方針

特に定めておりませんが、監査リスクや監査日数等を勘案して決定しております。

e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査等委員会設置会社に移行する前の当社の監査役

会が会社法第399条第１項の同意をした理由は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に

関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査契約における監査時間・配員計画、会計監査人

の職務遂行状況、報酬見積の相当性などによるものであります。

　



― 27 ―

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、2022年６月29日開催の第103回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）において、監査役

会設置会社から監査等委員会設置会社への移行を上程し、本株主総会において承認・可決されました。これに伴

い、役員の報酬等の額は又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項につきましては、当事業年度末の同方

針に係る事項から提出日現在の同方針に係る事項へ変更しております。

[提出日現在の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項]

当社の役員の報酬制度は、コーポレートガバナンスに関する考え方等を勘案し株主総会で決議された報酬枠の

範囲で、企業価値の持続的な向上を図り、人材の確保・維持し、動機付けるためのものとしております。

1.役員報酬に関する基本的な考え方

　 ・短期及び中長期の業績と企業価値の向上を促進する報酬とする。

　・持続的な成長に不可欠な人材を確保できる報酬とする。

2.報酬水準

　当社の事業内容及び経営環境を考慮して決定する。

3.取締役および監査等委員である取締役（以下「監査等委員」という。）の報酬等の額

　当社取締役（監査等委員を除く）の金銭報酬の額は2022年６月29日開催の当社第103回定時株主総会において

月額2,000万円以内と決議しております。（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）当該定時株主総会終

結時点の取締役の人数は４名（うち社外取締役１名）です。

当社監査等委員の報酬は、2022年６月29日開催の当社第103回定時株主総会において月額300万円以内と決議

しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員の人数は３名（うち社外監査等委員２名）です。

4.報酬の決定方法及び取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任

　当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係わる決定方針（以下、決定方針という。）を2022年６月29日開

催の当社取締役会において決議しております。

当社の取締役の報酬は固定報酬のみで構成されており、収益に関与する度合い、業務遂行の重要度、担う役

割の大きさ、責任の範囲及び度合い等勘案して決定しております。また、取締役の個人別報酬等の内容の決定

に当たっては、当社及びグループ会社の収益実態及び取締役の個人別の業務遂行等から多角的な検討を行なっ

ているため、取締役会も決定方針に沿うものであると判断しております。なお、監査等委員の報酬については、

固定報酬のみで構成されており、監査等委員間の協議により、常勤・非常勤等を勘案して決定しております。

個別の報酬支給額の算定については、取締役会の委任決議に基づき、社内にて検討のうえ、最終的には、代

表取締役会長 品田守敏が決定しております。代表取締役会長が、会社全体の業績を俯瞰しつつ各役員の担当業

績や職責を評価できることが権限を委任した理由であり、委任された権限は、取締役個人の報酬額でありま

す。

　



― 28 ―

[当事業年度における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項]

当社の役員の報酬制度は、コーポレートガバナンスに関する考え方等を勘案し株主総会で決議された報酬枠の

範囲で、企業価値の持続的な向上を図り、人材の確保・維持し、動機付けるためのものとしております。

1.役員報酬に関する基本的な考え方

　・短期及び中長期の業績と企業価値の向上を促進する報酬とする。

　・持続的な成長に不可欠な人材を確保できる報酬とする。

2.報酬水準

　当社の事業内容及び経営環境を考慮して決定する。

3.取締役および監査役の報酬等の額

当社取締役の金銭報酬の額は2006年１月30日開催の当社臨時株主総会において月額3,000万円以内と決議して

おります。（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）当該臨時株主総会終結時点の取締役の人数は５名

（うち社外取締役０名）です。

　当社監査役の報酬は、2000年６月29日開催の当社第81期定時株主総会において月額300万円以内と決議してお

ります。当該定時株主総会終結時点の監査役の人数は３名です。

4.報酬の決定方法及び取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任

　 当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係わる決定方針（以下、決定方針という。）を2021年６月25日開

催の当社取締役会において決議しております。

　当社の取締役の報酬は固定報酬のみで構成されており、収益に関与する度合い、業務遂行の重要度、担う役

割の大きさ、責任の範囲及び度合い等勘案して決定しております。また、取締役の個人別報酬等の内容の決定

に当たっては、当社及びグループ会社の収益実態及び取締役の個人別の業務遂行等から多角的な検討を行なっ

ているため、取締役会も決定方針に沿うものであると判断しております。なお、監査役の報酬については、固

定報酬のみで構成されており、監査役間の協議により、常勤・非常勤等を勘案して決定しております。

　個別の報酬支給額の算定については、取締役会の委任決議に基づき、社内にて検討のうえ、最終的には、代

表取締役会長 品田守敏が決定しております。代表取締役会長が、会社全体の業績を俯瞰しつつ各役員の担当業

績や職責を評価できることが権限を委任した理由であり、委任された権限は、取締役個人の報酬額でありま

す。

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額
（百万円） 対象となる役員

の員数(人)
固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金

取締役（社外取締役を
除く）

38 36 ─ 2 3

監査役（社外監査役を
除く）

4 4 ─ 0 1

社外役員 7 7 ─ ─ 4

　 ③ 役員ごとの報酬等の総額等

報酬額等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
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(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式

の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式と

し、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

当社は持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携並びに取引先との関係など経営戦略の

一環として、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しています。

当社は、直近事業年度末の状況に照らし、保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる

限り速やかに処分・縮減をしていく基本方針のもと、毎年、取締役会で個別政策保有株式について、政策保有の

意義、経済合理性等を検証し、保有継続の可否および保有株式数の見直しをはかっております。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式 5 1,518

非上場株式以外の株式 1 749

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

　 該当事項はありません。

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

第一生命ホールディングス㈱
300 300

取引関係の維持 無
749 570

みなし保有株式

　該当事項はありません。

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)

に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づ

いて作成しております。

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2021年４月１日から2022年３月31日ま

で)の連結財務諸表及び事業年度(2021年４月１日から2022年３月31日まで)の財務諸表について、ＫＤＡ監査法人によ

る監査を受けております。

３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。また、業務のＢＣＰ体制を整備

するにあたり、連結財務諸表等の開示業務に際して、複数の従業員が対応できるように取り組んでおります。具体的

には、会計基準等の内容や変更等について対応するため、各種セミナーや研修に参加しております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 805,701 1,735,154

受取手形及び売掛金 186,488 -

受取手形、売掛金及び契約資産 - ※1 264,509

有価証券 163,665 7,035

商品及び製品 714,958 627,441

仕掛品 ※２ 16,116 15,696

その他 27,559 40,731

貸倒引当金 △8,127 △105

流動資産合計 1,906,360 2,690,463

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 - 131,460

減価償却累計額 - △5,588

建物及び構築物（純額） - 125,872

機械装置及び運搬具 15,912 26,604

減価償却累計額 △10,940 △14,553

機械装置及び運搬具（純額） 4,972 12,050

工具、器具及び備品 550 5,549

減価償却累計額 △487 △3,118

工具、器具及び備品（純額） 62 2,431

有形固定資産合計 5,035 140,354

投資その他の資産

投資有価証券 2,882 3,024

長期貸付金 2,400 2,400

敷金及び保証金 56,481 61,932

会員権 19,308 19,308

長期未収入金 23,943 50,207

破産更生債権等 14,848 14,738

その他 ※3 27,327 ※3 28,200

貸倒引当金 △44,392 △70,546

投資その他の資産合計 102,800 109,266

固定資産合計 107,835 249,621

資産合計 2,014,196 2,940,085
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 70,588 91,580

短期借入金 3,000 3,000

未払法人税等 23,504 43,065

賞与引当金 1,916 1,961

工事損失引当金 1,844 923

その他 32,838 ※4 28,156

流動負債合計 133,691 168,686

固定負債

役員退職慰労引当金 63,170 66,040

退職給付に係る負債 15,702 11,854

資産除去債務 1,622 1,622

その他 1,929 1,972

固定負債合計 82,424 81,489

負債合計 216,115 250,175

純資産の部

株主資本

資本金 1,500,000 2,111,932

資本剰余金 821,313 1,433,245

利益剰余金 △526,184 △855,565

自己株式 △91 △93

株主資本合計 1,795,037 2,689,518

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 292 390

その他の包括利益累計額合計 292 390

新株予約権 2,750 -

純資産合計 1,798,080 2,689,909

負債純資産合計 2,014,196 2,940,085
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
　至 2022年３月31日)

売上高 1,081,458 ※１ 1,155,682

売上原価 ※２ 900,970 ※２ 906,950

売上総利益 180,487 248,731

販売費及び一般管理費

運賃及び荷造費 10,890 12,770

貸倒引当金繰入額 5,122 18,134

役員報酬 58,020 54,720

給料及び手当 72,528 81,328

賞与 3,437 3,721

賞与引当金繰入額 1,916 1,961

退職給付費用 2,033 1,787

役員退職慰労引当金繰入額 2,230 2,870

租税公課 77,918 85,354

減価償却費 2,568 11,873

のれん償却額 9,793 -

その他 173,749 234,194

販売費及び一般管理費合計 420,207 508,716

営業損失(△) △239,719 △259,984

営業外収益

受取利息 38 1

受取配当金 7,822 7,326

有価証券売却益 - 9,717

有価証券評価益 46,772 3,272

受取賃貸料 5,958 5,953

その他 8,152 5,708

営業外収益合計 68,744 31,979

営業外費用

支払利息 38 27

売上割引 23 -

その他 1,492 2,510

営業外費用合計 1,554 2,537

経常損失(△) △172,529 △230,542

特別利益

受取和解金 1,334 -

特別利益合計 1,334 -

特別損失

減損損失 ※３ 88,832 ※３ 92,310

子会社株式評価損 3,781 485

特別損失合計 92,614 92,796

税金等調整前当期純損失(△) △263,808 △323,338

法人税、住民税及び事業税 5,809 6,042

法人税等合計 5,809 6,042

当期純損失(△) △269,618 △329,381

非支配株主に帰属する当期純利益 - -

親会社株主に帰属する当期純損失(△) △269,618 △329,381
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【連結包括利益計算書】

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
　至 2022年３月31日)

当期純損失(△) △269,618 △329,381

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 291 98

その他の包括利益合計 ※1 291 ※1 98

包括利益 △269,327 △329,282

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △269,327 △329,282

非支配株主に係る包括利益 - -

　



― 35 ―

③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,500,000 821,313 △256,565 △85 2,064,662

当期変動額

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
△269,618 △269,618

自己株式の取得 △5 △5

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 △269,618 △5 △269,624

当期末残高 1,500,000 821,313 △526,184 △91 1,795,037

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他

有価証券

評価差額金

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 1 1 2,064,663

当期変動額

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
△269,618

自己株式の取得 △5

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

291 291 2,750 3,041

当期変動額合計 291 291 2,750 △266,583

当期末残高 292 292 2,750 1,798,080
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当連結会計年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,500,000 821,313 △526,184 △91 1,795,037

当期変動額

新株の発行 611,932 611,932 1,223,864

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
△329,381 △329,381

自己株式の取得 △2 △2

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 611,932 611,932 △329,381 △2 894,480

当期末残高 2,111,932 1,433,245 △855,565 △93 2,689,518

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他

有価証券

評価差額金

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 292 292 2,750 1,798,080

当期変動額

新株の発行 1,223,864

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
△329,381

自己株式の取得 △2

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

98 98 △2,750 △2,651

当期変動額合計 98 98 △2,750 891,829

当期末残高 390 390 - 2,689,909
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △263,808 △323,338

減価償却費 2,568 11,873

減損損失 - 92,310

のれん減損損失 88,146 -

のれん償却額 9,793 -

子会社株式評価損 3,781 592

有価証券売却損益（△は益） - △9,717

有価証券評価損益（△は益） △46,772 △3,272

受取利息及び受取配当金 △7,861 △7,327

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 2,033 △3,847

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,230 2,870

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,678 18,131

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 1,585 △738

売上債権の増減額（△は増加） 41,717 △78,021

仕入債務の増減額（△は減少） △88,479 20,992

棚卸資産の増減額（△は増加） 208,699 87,939

前払費用の増減額（△は増加） 266 290

未収入金の増減額（△は増加） △13,663 △14,966

預け金の増減額（△は増加） △904 △1,443

未払金の増減額（△は減少） △10,293 1,543

未払費用の増減額（△は減少） △662 △403

預り金の増減額（△は減少） △464 △102

前受金の増減額（△は減少） △4,219 1,352

未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） 6,789 △28,736

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は
減少）

△16,676 19,362

その他 7,398 △481

小計 △75,118 △215,140

利息及び配当金の受取額 6,503 5,961

法人税等の支払額 △7,511 △5,775

営業活動によるキャッシュ・フロー △76,126 △214,955

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△70,382 -

有形固定資産の取得による支出 - △238,509

無形固定資産の取得による支出 - △994

有価証券の売却による収入 - 169,619

出資金の回収による収入 500 -

出資金の払込による支出 - △21

預け金の回収による収入 30,000 -

敷金及び保証金の回収による収入 1,397 4,108

敷金及び保証金の差入による支出 △3,883 △9,451

その他 △1,444 △1,444

投資活動によるキャッシュ・フロー △43,812 △76,692
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △93 △11

新株予約権の発行による収入 2,750 -

株式の発行による収入 - 1,221,114

その他 △5 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,650 1,221,100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △117,288 929,452

現金及び現金同等物の期首残高 907,990 790,701

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 790,701 ※1 1,720,154
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数

1社

主要な連結子会社の名称

(株)なごみ設計

(2) 主要な非連結子会社名

志村産業(株)

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社志村産業株式会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、

いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称

志村産業(株)

持分法を適用しない理由

持分法を適用していない会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等か

らみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がない

ため、持分法の適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

ａ 売買目的有価証券

時価法（売却原価は、移動平均法により算定）

ｂ その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動

平均法により算定)

市場価格のない株式等

主として移動平均法による原価法

② 棚卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

a 商品・製品・原材料・仕掛品

先入先出法

b 貯蔵品

先入先出法

c 販売用不動産

個別法

d 未成工事支出金

個別法
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年

４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 10～50年

機械装置及び運搬具 2～10年

また、2007年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で

均等償却する方法によっております。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上して

おります。

③ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

④ 工事損失引当金

工事受注契約に係る将来の損失に備えるため、工事受注契約に係る損失見込額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方

法を用いた簡便法を適用しております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）及び「収益認識に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年３月31日）を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客

に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。主要な事

業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、「注記事項（収益認識関係）」に記載

のとおりであります。

(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

a 販売用不動産について

販売用不動産のうち一定基準を超える特定物件に関わる借入金利息を当該棚卸資産の取得価額に算入する方法

を採用しております。
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(重要な会計上の見積り)

　 固定資産の減損

　 （１）当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

（千円）

前連結会計年度 当連結会計年度

減損損失 ─ 92,310

有形固定資産 ─ 140,354

無形固定資産 ─ ─

　 （２）識別した項目に係る重要な会計上の見積もりの内容に関する情報

　 ①算出方法

減損の兆候がある資産又は資産グループについて、そこから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が減

損損失判定時点の帳簿価額の合計を下回る場合、減損損失判定時点の帳簿価額の合計と回収可能価額の差額を減損

損失として計上しております。

　 ②金額の算定に用いた主要な仮定

回収可能価額は、正味売却価額とし、正味売却価額については、売却予定価額を基に算定しております。

③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

これらの見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において減損損失

の追加計上が必要となる可能性があります。

(会計方針の変更)

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサー

ビスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用につい

ては、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に

新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残

高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計

年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡

及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期

首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行

い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。

また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当

連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第

89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりま

せん。

この結果、利益剰余金の期首残高へ与える影響はありません。また、当連結会計年度の連結財務諸表に与える影

響もありません。

なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」

注記については記載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業

会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新

たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、連結財務諸表への影響はありませ

ん。

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこと

としました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2019年７月

４日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載し

ておりません。
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(連結貸借対照表関係)

※１ 受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、連結財務諸表「注

記事項（収益認識関係） ３.(1) 契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。

※２ 棚卸資産及び工事損失引当金の表示

　 損失が見込まれる工事契約に係る棚卸資産と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。

　 工事損失引当金に対応するたな卸資産の額

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

仕掛品 11,038千円 ─千円

※３ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

子会社株式（その他） 996千円 403千円

※４ その他のうち、契約負債の金額は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係） ３.(1) 契約資産及び契約負債の

残高等」に記載しております。

(連結損益計算書関係)

※１ 顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との

契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係） １．顧客との契約から生じる収益を分解

した情報」に記載しております。

※２ 期末棚卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれておりま

す。

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

─千円 2,130千円

※２ 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

1,974千円 △921千円
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※３ 減損損失

前連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

（１）減損損失を認識した資産及び金額

用途 種類 場所 金額（千円）

工場 工具器具備品 埼玉県川口市 686

その他 のれん 神奈川県横浜市 88,146

合計 88,832

（２）減損損失を認識するに至った経緯

リフォーム関連事業に関わるのれんについて、株式取得に際し超過収益力を前提にのれんを計上しておりました

が、新型コロナウイルス感染の拡大で、緊急事態宣言、まん延防止措置等の発令により、工事の延期を余儀なくさ

れ、更に変異種株のコロナの発生により、先行きが不透明であることから、将来の収益見通しと回収可能性を勘案

し回収可能価額をゼロとして減損損失を計上しております。

（３）資産のグルーピングの方法

当社グループは、事業セグメントを基本単位として資産をグルーピングしております。

当連結会計年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

（１）減損損失を認識した資産及び金額

用途 種類 場所 金額（千円）

スーパーマーケット 建物付属設備 埼玉県春日部市 68,445

スーパーマーケット 構築物 埼玉県春日部市 618

スーパーマーケット 機械装置 埼玉県春日部市 11,009

スーパーマーケット 工具器具備品 埼玉県春日部市 11,283

スーパーマーケット 商標権 埼玉県春日部市 952

合計 92,310

（２）減損損失を認識するに至った経緯

スーパーマーケット関連事業は、2021年11月下旬に春日部店をオープンしましたが、競合スーパーとの価格競争、

客単価の低さ等から赤字となり、このまま継続しても更に赤字が拡大するため、2022年1月末から一時休業すること

に致しました。結果、スーパーマーケット関連事業において、減損の兆候が存在し、割引前キャッシュフローがマ

イナスとなるため、帳簿価額を正味売却価額まで減損しております。

なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、売却予定先との間に成立している買取予定価額により

評価しております。

（３）資産のグルーピングの方法

　 当社グループは、事業セグメントを基本単位として資産をグルーピングしております。
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(連結包括利益計算書関係)

※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

(千円)

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

その他有価証券評価差額金

当期発生額 291 98

組替調整額 ─ ─

税効果調整前 291 98

税効果額 ─ ─

その他有価証券評価差額金 291 98

その他の包括利益合計 291 98

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 2020年４月１日　至 2021年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 100,593,749 ─ ─ 100,593,749

　

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 1,495 375 ─ 1,870

（変動事由の概要）

　増加数の内訳は、単元未満株式の買取りによる取得375株です。

３ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結

会計年度末

提出会社
第６回新株予約権
(2021年３月29日発
行)

普通株式 ― 25,000,000 ─ 25,000,000 　 2,750

（注）目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。

４ 配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

　

　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　 該当事項はありません。
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当連結会計年度(自 2021年４月１日　至 2022年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 100,593,749 41,000,000 ─ 141,593,749

（変動事由の概要）

　増加数の内訳は、新株予約権の権利行使による新株の発行が25,000,000株です。第三者割当増資による新株の発行が

16,000,000株です。

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 1,870 224 ─ 2,094

（変動事由の概要）

　増加数の内訳は、単元未満株式の買取りによる取得224株です。

３ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結

会計年度末

提出会社
第６回新株予約権
(2021年３月29日発
行)

普通株式 25,000,000 ─ 25,000,000 ─ ─

４ 配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

　

　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　 該当事項はありません。
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりでありま

す。

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

現金及び預金 805,701千円 1,735,154千円

拘束性預金 △15,000千円 △15,000千円

現金及び現金同等物 790,701千円 1,720,154千円

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

前連結会計年度(自 2020年４月１日　至 2021年３月31日）

株式の取得により新たに株式会社なごみ設計を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式

会社なごみ設計の取得価額と株式会社なごみ設計取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。

流動資産 201,154千円

固定資産 1,640〃

のれん 97,939〃

流動負債 △177,101〃

株式の取得価額 123,633千円

現金及び現金同等物 △53,250〃

差引：取得のための支出 70,382千円

(リース取引関係)

１．ファイナンス・リース取引

(借主側)

所有権移転ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

有形固定資産

主として、教育事業部管理部門のおけるコンピューター・サーバー及び教育事業部教室で使用する複合機(工具・

器具及び備品)であります。

② リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４. 会計方針に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法」に記載のとおりであります。
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(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金調達については内部資金を源泉としております。また、資金運用については株式などの金

融資産により運用しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は余

剰資金の運用目的で保有するものであり、有価証券及び投資有価証券は市場価格の変動リスクに晒されておりま

す。営業債務である買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日であります。営業債務は流動性リスクに晒されていま

す。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、債権管理規定に従い、営業債権について各事業部門における担当者が主要な取引先の状況を定期的に

モニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握

や軽減を図っております。学習塾関連の営業債権につきましては、専用の債権管理システムを構築し個人ごとの

滞留状況を把握することにより、回収懸念と長期滞留の軽減を図っております。 当期の決算日現在における最大

信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表額により表わされています。

② 市場リスクの管理

有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

当社では各部署からの報告に基づき担当者が適時に資金繰計画を作成し常に充分な手許流動性を維持すること

などの方法により流動性リスクを管理しています。
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２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等

は、次表には含まれておりません((注２)を参照ください。)。

前連結会計年度(2021年３月31日)

連結貸借対照表計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 受取手形及び売掛金 186,488 186,488 ─

(2) 有価証券及び投資有価証券

① 売買目的有価証券 163,665 163,665 ─

② 投資有価証券 1,364 1,364 ─

資産計 351,517 351,517 ─

(1) 買掛金 70,588 70,588 ─

(2) 短期借入金 3,000 3,000 ─

負債計 73,588 73,588 ─

(注) 「現金及び預金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するもので

あることから、記載を省略しております。

当連結会計年度(2022年３月31日)

連結貸借対照表計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

有価証券及び投資有価証券

① 売買目的有価証券 7,035 7,035 ─

② 投資有価証券 1,506 1,506 ─

資産計 8,541 8,541 ─

(注１) 「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」については、現金であること、及び短期

間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注２) 市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額
(単位：千円)

区分 2021年３月31日 2022年３月31日

非上場株式 1,518 1,518

子会社株式 996 403

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「有価証券及

び投資有価証券」には含めておりません。
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(注３) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(2021年３月31日)

１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 805,701 ─ ─ ─

受取手形及び売掛金 186,488 ─ ─ ─

合計 992,189 ─ ─ ─

当連結会計年度(2022年３月31日)

１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 1,735,154 ─ ─ ─

受取手形及び売掛金 264,509 ─ ─ ─

合計 1,999,664 ─ ─ ─

(注４) 社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(2021年３月31日)

１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

短期借入金 3,000 ─ ─ ─ ─ ─

合計 3,000 ─ ─ ─ ─ ─

当連結会計年度(2022年３月31日)

１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

短期借入金 3,000 ─ ─ ─ ─ ─

合計 3,000 ─ ─ ─ ─ ─
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類し

ております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の

対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るイ

ンプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

当連結会計年度（2022年３月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

① 売買目的有価証券 7,035 ─ ─ 7,035

② 投資有価証券 1,506 ─ ─ 1,506

資産計 8,541 ─ ─ 8,541

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

すべて上場株式であり相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時

価をレベル１の時価に分類しております。
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(有価証券関係)

１．売買目的有価証券

2021年３月31日 2022年３月31日

事業年度の損益に含まれた評価差額 46,772千円 3,272千円

２．その他有価証券

前連結会計年度(2021年３月31日)

区分
連結貸借対照表計上額

(千円)
取得原価
(千円)

差額
(千円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 570 420 150

その他 793 522 271

小計 1,364 942 421

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 ─ ─ ─

その他 ─ ─ ─

小計 ─ ─ ─

合計 1,364 942 421

当連結会計年度(2022年３月31日)

区分
連結貸借対照表計上額

(千円)
取得原価
(千円)

差額
(千円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 749 420 329

その他 756 522 233

小計 1,506 942 563

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 ─ ─ ─

その他 ─ ─ ─

小計 ─ ─ ─

合計 1,506 942 563

３．減損処理を行った有価証券

当連結会計年度において、非連結子会社株式について485千円減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における実質価額が期末簿価と比べ50%以上下落した場合には減損処理を行って

おります。
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(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に充てるため、退職一時金制度を設けており(非積立型制度であります。)退職給付とし

て、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

　 なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

２．確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

(千円)

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

退職給付に係る負債の期首残高 13,669 15,702

退職給付費用 2,033 1,787

退職給付の支払額 ─ △5,635

制度への拠出額 ─ ─

退職給付に係る負債の期末残高 15,702 11,854

(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

産の調整表

(千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

積立型制度の退職給付債務 ─ ─

年金資産 ─ ─

─ ─

非積立型制度の退職給付債務 15,702 11,854

連結貸借対照表に計上された
負債と資産の純額

15,702 11,854

退職給付に係る負債 15,702 11,854

連結貸借対照表に計上された
負債と資産の純額

15,702 11,854

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度 2,033千円、当連結会計年度 1,787千円
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

繰延税金資産

税務上の繰越欠損金(注) 1,629,910千円 1,631,107千円

投資有価証券評価損 27,368千円 27,368千円

減価償却超過額 29,792千円 22,633千円

貸倒引当金 16,081千円 21,633千円

未払事業税 5,428千円 11,336千円

その他 146,710千円 141,344千円

繰延税金資産小計 1,855,293千円 1,855,424千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
(注)

△1,629,910千円 △1,631,107千円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性
引当額

△225,382千円 △224,316千円

評価性引当額小計 △1,855,293千円 △1,855,424千円

繰延税金資産合計 ─千円 ─千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △129千円 △172千円

繰延税金負債合計 △129千円 △172千円

繰延税金資産純額 △129千円 △172千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度(2021年３月31日)

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損
金(a)

98,315 ─ 151,884 ─ 147,789 1,231,922 1,629,910千円

評価性引当額 △98,315 ─ △151,884 ─ △147,789 △1,231,922 △1,629,910千円

繰延税金資産 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 千円

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

当連結会計年度(2022年３月31日)

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損
金(a)

─ 151,884 ─ 147,789 92,143 1,239,290 1,631,107千円

評価性引当額 ─ △151,884 ─ △147,789 △92,143 △1,239,290 △1,631,107千円

繰延税金資産 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 千円

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

　(省略)

　（注）前連結会計年度及び当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるため注記を省略しております。
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(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

当社は、以下の資産除去債務を計上しております。

・賃借契約に基づき使用する教育事業における校舎の退去時において見込まれる原状回復費用であります。

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

・賃借契約に基づき使用する教育事業における校舎については、退去時に要する原状回復費用を見積もって基礎

額を算定し、割引率は0％を使用し対象となる校舎の資産除去債務の金額を計算しております。

(3) 当該資産除去債務の総額の増減

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

期首残高 1,622千円 1,622千円

期末残高 1,622千円 1,622千円

なお、敷金の額が賃借期間終了時の原状回復義務に係る債務の見込み額を上回る場合には、当該資産除去債務の

負債計上に代えて、賃借契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、費用

計上しております。

また、当該資産除去債務の総額の増減につきましては、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

期首残高 1,017千円 ─千円

資産除去債務の履行による減少額 △1,017千円 ─千円

期末残高 ─千円 ─千円

(4) 当事業年度における貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務

当社及び連結子会社は、建物賃貸借契約に基づき使用する本社の建物等において、退去時における原状回復に係

る債務を有しておりますが、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、現在のところ移転等も予定され

ていないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債

務を計上しておりません。

　



― 55 ―

(収益認識関係)

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当連結会計年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)

(単位：千円)

報告セグメント

合計

ニッケル事業 不動産事業 教育事業
スーパーマーケ
ット関連事業

リフォーム
関連事業

顧客との契約から生
じる収益

745,331 45,018 1,500 66,773 290,321 1,148,945

その他の収益 ─ 6,737 ─ ─ ─ 6,737

外部顧客への売上高 745,331 51,755 1,500 66,773 290,321 1,155,682

（注）その他の収益には、リース取引に関する会計基準及び金融商品に関する会計基準で認識される収益が含まれてお

ります。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

当社グループは、以下の５つのステップアプローチを適用することにより、収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する

ステップ２：契約における履行義務を識別する

ステップ３：取引価格を算定する

ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する

ステップ５：履行義務を充足した時点に又は充足するにつれて収益を認識する

主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、以下のとおりであります。

（１）商品の販売に係る収益

主に卸売、小売等の販売が含まれ、引き渡し時点において、顧客が当該商品に対する支配を獲得、履行義務が充足さ

れると判断し、当該時点で収益を認識しております。

卸売は、約束された対価は商品の引渡し後通常は１ヶ月以内で、手形支払いの場合でも概ね６ヶ月以内に支払いを受

けており、重大な金融要素は含まれておりません。小売は、約束された対価は現金支払いの場合商品の引渡し時に、カ

ード支払いの場合でも商品の引渡し後概ね１ヶ月以内で支払いを受けており、重大な金融要素は含んでおりません。

（２）工事契約に係る収益

主に集合住宅の建築工事の下請負が含まれ、履行義務を充足するにつれて、一定期間にわたり収益を認識しておりま

す。なお、少額かつ短期の工事については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。履行義務の充

足に係る進捗率の見積りの方法は、主として発生原価に基づくインプット法によります。

建築工事は、約束された対価は履行義務を充足した時点である工事の引渡し後、概ね２ヶ月以内に支払いを受けてお

り、重大な金融要素は含んでおりません。

（３）その他の販売に係る収益

主に不動産の販売や不動産の管理に係る手数料等が含まれ、これらの取引は契約上の条件が履行された時点をもって

履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。

不動産は、約束された対価は不動産を引渡し時に代金を支払いを受けており、重大な金融要素は含んでおりません。
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３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末

において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

（1）契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）

当連結会計年度

期首残高 期末残高

契約資産 4,633 15,722

契約負債 6,450 7,802

（注）１．契約資産

契約資産は、当社グループの建築工事において報告期間の末日時点での進捗度に基づいて測定した履行義務の充

足部分と交換に受け取る対価に対する権利のうち、顧客との契約から生じた債権を除いたものであります。当社グ

ループは、履行義務の充足に伴って認識した収益に対する契約資産を前もって認識し、顧客の検収を受け、顧客に

対して対価を請求した時点で債権に振り替えられます。

契約資産は主に、建築工事における履行義務の充足に伴う収益の認識によって増加し、顧客による検収を受け顧

客に対して請求を行うことにより減少いたします。

（注）２．契約負債

契約負債は、当社グループの建築工事において契約に基づく役務の提供に先立って受領した対価に関連するもの

であり、当社グループが契約に基づき履行義務を充足した時点で収益に振り替えられます。

契約負債は主に、建築工事における未成工事受入金の受領により増加し、履行義務の充足により減少いたしま

す。

なお、前連結会計年度末における契約負債のうち、当連結会計年度において収益に認識した金額はありません。

（2）残存履行義務に配分した取引価格

残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。

(単位：千円)

当連結会計年度

１年以内 27,300

(注) 残存履行義務の配分した取引価格の注記にあたって、実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が１年以

内の契約について注記の対象に含めておりません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１ 報告セグメントの概要

報告セグメントの決定方法

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。当社は、東京

（本社）、横浜、春日部、及び大阪に製品・サービス別の事業部を置き、各事業部は取り扱う製品・サービスについ

て包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。従って、当社は事業部を基礎とした製品・サービス別セグ

メントから構成されており、「ニッケル事業」、「不動産事業」、「教育事業」、「スーパーマーケット関連事業」、

及び「リフォーム関連事業」の５つを報告セグメントとしております。「ニッケル事業」はニッケル地金及びニッケ

ル塩類の販売をしております。「不動産事業」は不動産の販売、賃貸及び仲介をしております。「教育事業」は2018

年12月から全面的にＦＣ化してリスクの少ない運営をしております。「スーパーマーケット関連事業」はスーパーマ

ーケットの運営を始め2022年２月から休業しております。「リフォーム関連事業」は、リフォーム事業他を行ってお

ります。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ

る記載と概ね同一であります。また、報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります

なお、事業セグメントに対する固定資産の配分基準と関連する減価償却費の配分基準が異なっております。

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：千円)

報告セグメント

合計

ニッケル事業 不動産事業 教育事業
リフォーム
関連事業

売上高

外部顧客への売上高 522,411 185,066 6,507 367,473 1,081,458

計 522,411 185,066 6,507 367,473 1,081,458

セグメント利益又は損失(△) 75,182 23,907 △23,039 △40,515 35,534

セグメント資産 413,617 448,047 36,268 100,739 998,673

その他の項目

減価償却費 23 ─ ─ 62 86

のれんの償却額 ─ ─ ─ 9,793 9,793

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

710 ─ ─ ─ 710
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当連結会計年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)

(単位：千
円)

報告セグメント

合計

ニッケル事業 不動産事業 教育事業
スーパーマー
ケット関連事

業

リフォーム
関連事業

売上高

外部顧客への売上高 745,331 51,755 1,500 66,773 290,321 1,155,682

計 745,331 51,755 1,500 66,773 290,321 1,155,682

セグメント利益又は損失
(△)

165,294 6,718 △24,224 △108,485 △15,370 23,932

セグメント資産 407,936 427,091 25,343 148,541 93,569 1,102,482

その他の項目

減価償却費 ─ ─ 22 10,098 62 10,183

のれんの償却額 ─ ─ ─ ─ ─ ─

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

─ ─ 660 238,637 ─ 239,297

４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 35,534 23,932

全社費用(注) △275,253 △283,916

連結財務諸表の営業損失(△) △239,719 △259,984

　 (注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位：千円)

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 998,673 1,102,482

全社資産(注) 1,015,523 1,837,602

連結財務諸表の資産合計 2,014,196 2,940,085

　(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない預金・有価証券等であります。

(単位：千円)

その他の項目

報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額

前連結会計年度当連結会計年度前連結会計年度当連結会計年度前連結会計年度当連結会計年度

減価償却費 86 10,183 2,482 1,690 2,568 11,873

のれんの償却額 9,793 ─ ─ ─ 9,793 ─

有形固定資産及び無
形固定資産の増加額

710 239,297 ─ 206 710 239,503
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【関連情報】

前連結会計年度(自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

　 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

　 本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

　 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。

当連結会計年度(自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

　 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

　 本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

　 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

３ 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

旭日産業㈱ 120,181 ニッケル事業

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

　 前連結会計年度 (自2020年４月１日　至2021年３月31日)

(単位：千円)

報告セグメント

全社・消去
合計

ニッケル事業 不動産事業 教育事業
リフォーム
関連事業

計

減損損失 686 ─ ─ 88,146 88,832 ─ 88,832

　 当連結会計年度 (自2021年４月１日　至2022年３月31日)

(単位：千円)

報告セグメント

全社・消去
合計

ニッケル事
業

不動産事業 教育事業
スーパーマ
ーケット関
連事業

リフォーム
関連事業

計

減損損失 ─ ─ ─ 92,310 ─ 92,310 ─ 92,310

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

前連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地

資本金
又は
出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)割
合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

主要株主
㈱エルアイ
イーエイチ

東京都江
東区

100
事業持株会
社

(所有)
─

(被所有）
14.97

役員の兼任
1名

株式の取得 123,633 ─ ─

(注）子会社株式の取引価格については、事業計画や過去の収支に基づき独立した第三者による株価算定を勘案し、㈱エ

ルアイイーエイチと協議のうえ決定しております。

当連結会計年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地

資本金
又は
出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)割
合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

その他の
関係会社

㈱エルアイ
イーエイチ

東京都江
東区

100
事業持株会
社

(所有)
─

(被所有）
21.94

役員の兼任
1名

新株の発行 480,000 ─ ─

(注）㈱エルアイイーエイチが、当社の行った第三者割当増資を１株につき30円で引き受けたものです。

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

(ア)連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

前連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地

資本金
又は
出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)割
合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

主要株主
㈱エルアイ
イーエイチ

東京都江
東区

100
事業持株会
社

(所有)
─

(被所有）
14.97

役員の兼任
1名

預託金の清
算 30,000 ─ ─

当連結会計年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

１株当たり純資産額 17.85円 19.00円

１株当たり当期純損失（△） △2.68円 △2.74円

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。

　 ２ 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

１株当たり当期純損失（△）

親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円) △269,618 △329,381

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失
（△）(千円)

△269,618 △329,381

普通株式の期中平均株式数(株) 100,592,102 120,054,843

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

2021年３月５日開催の取締役会
決議による第６回新株予約権
新株予約権の数 250,000個
(普通株式 25,000,000株)

─
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(重要な後発事象)

当社は、2022年５月19日開催の取締役会において、スーパーマーケット事業を一旦休止すること並びに資金使途
を変更することを決議いたしました。

１．事業の一部の休止
　 スーパーマーケット事業については、2021年11月20日に春日部１号店をオープンいたしましたが、近隣同業他

店との価格競争が激しいこと、客単価の低さ等から目標とする売上並びに収益をはるかに下回ったことから、
大きな損失が膨らむ前に、2022年１月31日に一時休業といたしましたが、その後、諸般の情勢等を含め色々

と検討した結果、スーパーマーケット事業を一旦休止することを決定いたしました。

　 ２．資金使途の変更
　 上記のとおりスーパーマーケット事業を当分の間休止することを決議しました。又不動産事業及びリフォーム

事業（子会社）の資金使途につきましては、継続的に進めてきましたが、新型コロナ感染症の影響が続き、具体
化するまでの一定の期間が見込まれることから資金使途を見直すことといたしました。また、諸般の情勢等を含
め検討した結果、事業領域の拡大と収益基盤の構築を目指すことから、今後当社の経営基盤を強固にするため、
大きい収益をすでに確保できている会社をＭ＆Ａすることが最も得策であるとの結論に達し「第６回新株予約権
の発行」並びに「第三者割当による新株式の発行」で調達した資金の使途及び支出時期について変更することを
決議いたしました。

当社は、2022年５月26日開催の取締役会において、2022年６月29日開催の当社第103回定時株主総会に資本金の
額の減少および資本準備金の額の減少および剰余金の処分について付議することを決議し、同定時株主総会で承
認可決されました。

　 １．資本金の額の減少
　 資本金の額の減少につきましては、適切な税制への適用を通じて財務内容の健全性の向上を目指しつつ、今後

の資本政策の柔軟性および機動性の確保を図ることを目的として、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本
金の減少を行なうものであります。

　 (1)減少すべき資本金の額
　 資本金2,111,932,000円のうち、2,011,932,000円を減少し、100,000,000円といたします。

(2)資本金の減少の方法
　 発行済株式総数の変更は行なわず、減少する資本金の額2,011,932,000円の全額をその他資本剰余金へ振り替え

ます。

２．資本準備金の額の減少および剰余金の処分
　 当社は、当事業年度末において繰越利益剰余金の欠損額847,607,472円を計上するに至っております。
　 つきましては、現在生じている繰越利益剰余金の欠損を補填し財務体質の健全化を図ることを目的として、会

社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の全額をその他資本剰余金に振り替え、会社法第452条の規定に
基づき、その他資本剰余金の一部を取り崩し、繰越利益剰余金へ充当するものであります。これにより、資本準
備金および繰越利益剰余金はそれぞれ０円となります。

　 (1)減少する資本準備金に関する事項
　 ①減少する準備金の項目及び金額
　 資本準備金 616,961,681円
　 ②増加する剰余金の項目及び金額
　 その他資本剰余金 616,961,681円
　 ③資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
　 2022年８月１日（予定）
　 （2)剰余金の処分に関する事項
　 ①減少する剰余金の項目とその額
　 その他資本剰余金 847,607,472円
　 ②増加する剰余金の項目とその額
　 繰越利益剰余金 847,607,472円
　 ③剰余金の処分の効力を生ずる日
　 2022年８月１日（予定）
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 3,000 3,000 0.9 ―

　(注)「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

【資産除去債務明細表】

区分
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

原状回復義務 1,622 ─ ─ 1,622

　



― 64 ―

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高（千円） 201,309 451,644 751,833 1,155,682

税金等調整前四半期(当期)純損失金額(△)（千円） △79,572 △122,054 △212,974 △323,338

親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失金額(△)
（千円） △81,040 △124,989 △217,377 △329,381

１株当たり四半期（当期)純損失金額(△)（円） 0.77 △1.16 △1.90 △2.74

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純損失金額(△)（円） △0.77 △0.39 △0.75 △0.84
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(2021年３月31日)

当事業年度
(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 765,226 1,718,563

受取手形 60,414 82,556

売掛金 84,486 123,226

営業未収入金 2 -

有価証券 163,665 7,035

販売用不動産 448,047 427,091

商品 266,910 200,349

前払費用 4,574 4,125

関係会社短期貸付金 20,000 -

未収入金 17,467 6,274

未収還付法人税等 1,205 1,136

預け金 1,500 2,944

未収消費税等 - 22,415

その他 1,844 2,776

貸倒引当金 △8,127 △105

流動資産合計 1,827,218 2,598,391

固定資産

有形固定資産

建物 - 130,199

減価償却累計額 - △5,549

建物（純額） - 124,650

構築物 - 1,261

減価償却累計額 - △39

構築物（純額） - 1,222

機械及び装置 - 10,691

減価償却累計額 - △1,957

機械及び装置（純額） - 8,733

車両運搬具 15,469 15,469

減価償却累計額 △10,497 △12,152

車両運搬具（純額） 4,972 3,316

工具、器具及び備品 - 4,999

減価償却累計額 - △2,568

工具、器具及び備品（純額） - 2,431

有形固定資産合計 4,972 140,354

投資その他の資産

投資有価証券 2,882 3,024

関係会社株式 3,594 403

出資金 900 920

敷金及び保証金 55,193 60,645

長期貸付金 2,400 2,400

会員権 19,308 19,308

長期未収入金 5,503 31,767

その他 25,223 26,667

貸倒引当金 △11,103 △37,367

投資その他の資産合計 103,902 107,769

固定資産合計 108,875 248,124

資産合計 1,936,093 2,846,516
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(単位：千円)

前事業年度
(2021年３月31日)

当事業年度
(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 8,273 9,788

未払金 7,693 7,634

未払費用 3,485 3,380

未払法人税等 23,409 42,873

未払消費税等 9,253 -

前受収益 79 79

預り金 1,479 1,442

賞与引当金 1,916 1,961

流動負債合計 55,589 67,159

固定負債

退職給付引当金 15,702 11,854

役員退職慰労引当金 63,170 66,040

受入敷金保証金 1,800 1,800

繰延税金負債 129 172

資産除去債務 1,622 1,622

固定負債合計 82,424 81,489

負債合計 138,013 148,648

純資産の部

株主資本

資本金 1,500,000 2,111,932

資本剰余金

資本準備金 5,029 616,961

その他資本剰余金 816,284 816,284

資本剰余金合計 821,313 1,433,245

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △526,184 △847,607

利益剰余金合計 △526,184 △847,607

自己株式 △91 △93

株主資本合計 1,795,037 2,697,476

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 292 390

評価・換算差額等合計 292 390

新株予約権 2,750 -

純資産合計 1,798,080 2,697,867

負債純資産合計 1,936,093 2,846,516
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②【損益計算書】

(単位：千円)
前事業年度

(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当事業年度
(自 2021年４月１日
　至 2022年３月31日)

売上高

商品売上高 522,411 745,331

不動産事業売上高 185,066 51,755

教育関連事業収入 6,507 1,500

スーパーマーケット関連事業売上高 - 66,773

売上高合計 713,984 865,361

売上原価

商品期首棚卸高 345,484 266,910

当期商品仕入高 332,946 478,606

合計 678,431 745,517

商品期末棚卸高 266,910 200,349

商品売上原価 411,520 545,167

不動産事業売上原価 138,838 21,116

教育関連事業原価 8,358 1,200

スーパーマーケット関連事業原価 - 78,742

売上原価合計 558,718 646,226

売上総利益 155,266 219,134

販売費及び一般管理費

販売費 ※1 79,216 ※1 179,830

一般管理費 ※2 275,253 ※2 283,916

販売費及び一般管理費合計 354,470 463,747

営業損失（△） △199,203 △244,613

営業外収益

受取利息 38 375

受取配当金 7,822 7,326

不動産賃貸料 5,958 2,997

有価証券売却益 - 9,717

有価証券評価益 46,772 3,272

その他 357 3,000

営業外収益合計 60,949 26,688

営業外費用

売上割引 23 -

その他 1,492 2,253

営業外費用合計 1,516 2,253

経常損失（△） △139,770 △220,178

特別利益

受取和解金 1,334 -

特別利益合計 1,334 -

特別損失

減損損失 686 92,310

子会社株式評価損 124,816 3,084

特別損失合計 125,503 95,394

税引前当期純損失（△） △263,938 △315,572

法人税、住民税及び事業税 5,680 5,850

法人税等合計 5,680 5,850

当期純損失（△） △269,618 △321,423
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他資本剰余

金
資本剰余金合計

その他利益剰余

金

繰越利益剰余金

当期首残高 1,500,000 5,029 816,284 821,313 △256,565 △85 2,064,662

当期変動額

当期純損失（△） △269,618 △269,618

自己株式の取得 △5 △5

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 △269,618 △5 △269,624

当期末残高 1,500,000 5,029 816,284 821,313 △526,184 △91 1,795,037

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 1 1 - 2,064,663

当期変動額

当期純損失（△） △269,618

自己株式の取得 △5

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

291 291 2,750 3,041

当期変動額合計 291 291 2,750 △266,583

当期末残高 292 292 2,750 1,798,080
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当事業年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他資本剰余

金
資本剰余金合計

その他利益剰余

金

繰越利益剰余金

当期首残高 1,500,000 5,029 816,284 821,313 △526,184 △91 1,795,037

当期変動額

新株の発行 611,932 611,932 611,932 1,223,864

当期純損失（△） △321,423 △321,423

自己株式の取得 △2 △2

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 611,932 611,932 611,932 △321,423 △2 902,438

当期末残高 2,111,932 616,961 816,284 1,433,245 △847,607 △93 2,697,476

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 292 292 2,750 1,798,080

当期変動額

新株の発行 1,223,864

当期純損失（△） △321,423

自己株式の取得 △2

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

98 98 △2,750 △2,651

当期変動額合計 98 98 △2,750 899,786

当期末残高 390 390 - 2,697,867
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１．資産の評価基準及び評価方法

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

② 売買目的有価証券

時価法(売却原価は移動平均法により算定)

③ その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定)

　 市場価格のない株式等

　 移動平均法による原価法

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。

　 ① 商品、製品、原材料及び仕掛品

　 (ニッケル事業)

　 先入先出法

　 (その他の事業)

　 先入先出法

　 ② 貯蔵品

　 先入先出法

　 ③ 販売用不動産

　 個別法

２. 固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法(ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(附属設備は除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物

附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物および構築物 10年～50年

機械装置及び運搬具 ２年～10年

また、2007年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均

等償却する方法によっております。

（２）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定額法によっております。

　



― 71 ―

３．引当金の計上基準

（１）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（２）賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期対応分を計上しております。

（３）退職給付引当金

当社は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま

す。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法

を用いた簡便法を適用しております。

（４）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充てるため、取締役会の内規に基づく期末要支給額を計上しております。

４．収益及び費用の計上基準

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）及び「収益認識に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年３月31日）を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客

に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。主要な事

業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、「注記事項(収益認識関係)」に記載の

とおりであります。

５．その他財務諸表作成のための重要な事項

（１）販売用不動産について

販売用不動産のうち一定基準を超える特定物件に関わる借入金利息を当該棚卸資産の取得価額に算入する方法を

採用しております。

(重要な会計上の見積り)

固定資産の減損

（１）当事業年度の財務諸表に計上した金額

（千円）

前事業年度 当事業年度

減損損失 ─ 92,310

有形固定資産 ─ 140,354

無形固定資産 ─ ─

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①算出方法

減損の兆候がある資産又は資産グループについて、そこから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が減

損損失判定時点の帳簿価額の合計を下回る場合、減損損失判定時点の帳簿価額の合計と回収可能価額の差額を減損

損失として計上しております。

②金額の算定に用いた主要な仮定

回収可能価額は、正味売却価額とし、正味売却価額については、売却予定価額を基に算定しております。

③翌事業年度の財務諸表に与える影響

これらの見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、翌事業年度の財務諸表において減損損失の追加計

上が必要となる可能性があります。
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(会計方針の変更)

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービス

と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用については、

収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の期首残高へ与える

影響はありません。また、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。

なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記に

ついては記載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計

基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会

計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表への影響はありません。

(損益計算書関係)

※１ 販売費の主な内容

前事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

従業員給料 20,362千円 41,053千円

賞与引当金繰入額 418千円 440千円

支払手数料 2,345千円 3,245千円

減価償却費 ─千円 10,120千円

租税公課 11,423千円 10,855千円

貸倒引当金繰入額 4,530千円 18,244千円

支払報酬 975千円 24,613千円

　 おおよその割合 22.35％ 38.78％

※２ 一般管理費の主な内容

前事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

役員報酬 50,820千円 47,520千円

従業員給料 29,378千円 27,678千円

賞与引当金繰入額 1,498千円 1,521千円

退職給付費用 2,033千円 1,787千円

役員退職慰労引当金繰入額 2,230千円 2,870千円

支払手数料 38,914千円 44,295千円

減価償却費 2,506千円 1,690千円

租税公課 66,202千円 74,345千円

支払報酬 23,116千円 22,426千円

　 おおよその割合 77.65％ 61.22％
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(有価証券関係)

前事業年度 (2021年３月31日)

１ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　 該当事項はありません。

２ 減損処理を行った有価証券（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）

　 当事業年度においては、子会社株式について124,816千円減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における実質価額が期末簿価と比べ50%以上下落した場合には減損処理を

行っております。

当事業年度 (2022年３月31日)

１ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　 該当事項はありません。

２ 減損処理を行った有価証券（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）

　 当事業年度においては、子会社株式について3,084千円減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における実質価額が期末簿価と比べ50%以上下落した場合には減損処理を

行っております。

(税効果会計関係)

　１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の内訳

前事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

繰延税金資産

税務上の繰越欠損金(注)２ 1,608,865千円 1,618,442千円

未払事業税 5,428千円 11,336千円

投資有価証券 27,368千円 27,368千円

減価償却超過額 29,792千円 22,633千円

貸倒引当金 5,888千円 11,474千円

　 その他 146,146千円 141,061千円

繰延税金資産小計 1,823,489千円 1,832,317千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)２ △1,608,865千円 △1,618,442千円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △214,624千円 △213,874千円

　評価性引当額小計(注)１ △1,823,489千円 △ 1,832,317千円

　繰延税金資産の合計 ─千円 ─千円

繰延税金負債

　 その他有価証券評価差額金 △129千円 △ 172千円

繰延税金負債合計 △129千円 △ 172千円

繰延税金負債の純額 △129千円 △ 172千円

(注)１．評価性引当額が 8,827千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当

額を9,577千円追加的に認識したことによるものであります。
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２. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

　 前事業年度 (2021年３月31日） (単位：千円)

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損金(a) 86,707 ─ 148,512 ─ 147,789 1,225,856 1,608,865

評価性引当額 △86,707 ─ △148,512 ─ △147,789 △1,225,856 △1,608,865

繰延税金資産 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

　 当事業年度 (2022年３月31日） (単位：千円)

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損金(a) ─ 148,512 ─ 147,789 92,143 1,229,997 1,618,442

評価性引当額 ─ △148,512 ─ △147,789 △92,143 △1,229,997 △1,618,442

繰延税金資産 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

３ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

(省略)

（注）前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）」

に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。

(重要な後発事象)

連結財務諸表「注記事項（重要な後発事象）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

　建物付属設備 ─ 198,645
68,445

(68,445)
130,199 5,549 5,549 124,650

構築物 ─ 1,880
618

(618)
1,261 39 39 1,222

機械装置 ─ 21,701
11,009

(11,009)
10,691 1,957 1,957 8,733

車両及び運搬具 15,469 ─ ─ 15,469 12,152 1,655 3,316

　工具器具及び備品 23 16,283
11,307

(11,283)
4,999 2,568 2,568 2,431

建設仮勘定 ─ 86,460 86,460 ─ ─ ─ ─

有形固定資産計 15,493 324,969
177,817
(91,357)

162,621 22,266 11,769 140,354

無形固定資産

　ソフトウェア 3,573 ─ ─ 3,573 3,573 ─ ─

　商標権 ─ 994
952

(952)
41 41 41 ─

無形固定資産計 3,573 994
952

(952)
3,614 3,614 41 ─

　敷金・保証金 55,193 9,451 4,000 60,645 ─ ─ 60,645

(注) 当期減少額のうち( )内は内書で減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

区分
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 19,231 18,893 ─ 652 37,472

賞与引当金 1,916 1,961 1,916 ─ 1,961

役員退職慰労引当金 63,170 2,870 ─ ─ 66,040

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額による戻入等でありま

す。

　

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日
３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り

　 取扱場所
（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

　 株主名簿管理人 （特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社

　 取次所 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店

　 買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によっ
て電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおり
です。
　http://www.s-science.jp

株主に対する特典 なし

（注）1 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

　 （1）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

　 （2）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

　 （3）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利

　 ２ 当会社の株主は、株式取扱規定に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式となる

数の株式を買増請求することができる。
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、親会社等はありません。

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1)
有価証券報告書
及びその添付書類、
有価証券報告書の
確認書

事業年度
第102期

自 2020年４月１日
至 2021年３月31日

2021年６月28日
関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書
事業年度
第102期

自 2020年４月１日
至 2021年３月31日

2021年６月28日
関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書、四半期
報告書の確認書

第103期第１
四半期

自 2021年４月１日
至 2021年６月30日

2021年８月13日
関東財務局長に提出

第103期第２
四半期

自 2021年７月１日
至 2021年９月30日

2021年11月11日
関東財務局長に提出

第103期第３
四半期

自 2021年10月１日
至 2021年12月31日

2022年２月21日
関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨

時報告書

2021年６月29日 関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号(代表取締役の異動)の規定に基づく臨時報告書

2022年１月28日 関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号(提出会社の財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象

の発生)及び同項第19号(連結会社の財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象の発生)の規定に基づく臨時報告書

2022年５月13日 関東財務局長に提出

(5) 有価証券届出書及びその添付書類

第三者割当増資

　2021年11月12日 関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2022年６月30日

株式会社エス・サイエンス

取締役会 御中

ＫＤＡ監査法人

東京都中央区

指定社員
業務執行社員

公認会計士 毛 利 優

指定社員
業務執行社員

公認会計士 関 本 享

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社エス・サイエンスの2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社エス・サイエンス及び連結子会社の2022年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項

１．重要な後発事象に記載されているとおり、2022年５月19日開催の取締役会において、スーパーマーケット事業を

一旦休止すること並びに資金使途を変更することを決議している。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、2022年５月26日開催の取締役会において、2022年６月29日開催の第103

回定時株主総会において資本金の額の減少および資本準備金の額の減少および剰余金の処分について付議することを

決議し、同定時株主総会で承認可決されている。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

　スーパーマーケット関連事業に係る固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】(重要な会計上の見積り)及び(連結損益
計算関係)※３減損損失並びに【報告セグメントごとの
固定資産の減損損失に関する情報】に記載されていると
おり、会社は2022年３月期において、特別損失として
「減損損失」92,310千円を計上している。
　この減損損失は、【注記事項】（重要な後発事象）に
記載されているとおり2022年５月19日開催の取締役会に
おいてスーパーマーケット事業を一旦休止することが決
議されたことに起因する固定資産の減損損失である。
　春日部店は、競合スーパーとの価格競争、客単価の低
さ等から、赤字の拡大が予想されるため、2022年1月末
から一時休業している。結果、春日部店の固定資産につ
いて減損の兆候が存在し、店舗の将来キャッシュ・フロ
ーが固定資産の帳簿価額を下回る場合に減損損失を認識
し、帳簿価格を正味売却価額（売却予定先との間に成立
している買取予定額）まで減額している。
　買取予定額は、売却予定先との合意に基づくものであ
るが、減損損失に金額的重要性があることから、スーパ
ーマーケット関連事業に係る固定資産の減損が「監査上
の主要な検討事項」に該当すると判断した。

当監査法人は、「スーパーマーケット関連事業に係
る固定資産の減損」について主に以下の監査手続を実
施した。

・固定資産の減損会計の適用に関する内部統制の整備・
運用状況の有効性を評価した。

・減損の兆候判定において春日部店が2022年１月末から
休業していることを視察にて確かめるとともに、将来
キャッシュ・フローの基礎となる翌期の事業計画を入
手して経営者による見積りの合理性を検証した。

・減損損失の認識において正味売却価額を使用すること
の妥当性を評価するにあたって、取締役会でスーパー
マーケット関連事業の一旦休止が決議されており、当
該事項に経済合理性があることを確かめた。

・減損損失の測定において売却予定先との間に成立して
いる買取予定額に含まれる見積りの不確実性について
経営者等に質問するとともに売却予定先との合意書と
比較し、経営者による見積りの合理性を検証した。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい

ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取

引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見

に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した

事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止

されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社エス・サイエンスの2022

年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社エス・サイエンスが2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上

記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、

財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から

独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責

任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し

た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

※１ 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

　２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

2022年６月30日

株式会社エス・サイエンス

取締役会 御中

ＫＤＡ監査法人

東京都中央区

指定社員
業務執行社員

公認会計士 毛 利 優

指定社員
業務執行社員

公認会計士 関 本 享

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社エス・サイエンスの2021年4月１日から2022年3月31日までの第103期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社エス・サイエンスの2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績の状況を、全ての重

要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項

１．重要な後発事象に記載されているとおり、2022年５月19日開催の取締役会において、スーパーマーケット事業を

一旦休止すること並びに資金使途を変更することを決議している。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、2022年５月26日開催の取締役会において、2022年６月29日開催の第103

回定時株主総会において資本金の額の減少および資本準備金の額の減少および剰余金の処分について付議すること

を決議し、同定時株主総会で承認可決されている。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

　スーパーマーケット関連事業に係る固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】連結財務諸表の監査報告書に記載されて
いる監査上の主要な検討事項（スーパーマーケット関連
事業に係る固定資産の減損）と同一内容であるため、記
載を省略している。

連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主
要な検討事項（スーパーマーケット関連事業に係る固
定資産の減損）と同一内容であるため、記載を省略し
ている。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象

を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監

査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されてい

る場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

※１ 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

　２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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【提出書類】 内部統制報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項

【提出先】 関東財務局長
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１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役会長品田守敏及び常務取締役甲佐邦彦は、当社の財務報告に係わる内部統制の整備及び運用に責任を有し

ており、企業会計審議会が公表した「財務報告に係わる内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制

の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務

報告に係る内部統制を整備及び運用しています。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的

な範囲で達成しようとするものであるため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止また

は発見することができない可能性があります。

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2022年３月31日を基準日として行われており、評価に当

たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。

　本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行った上で、その結

果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業

務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点につい

て整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

　財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考

慮して決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定

しました。

　業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、全事業拠点を対象とし、企業の事業目的に大きく関わる勘定科

目として売上高、売掛金、棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能

性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業または業務

に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しています。

３ 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、2022年３月31日現在において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

４ 【付記事項】

該当事項はありません。

５ 【特記事項】

該当事項はありません。
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【提出書類】 確認書
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【会社名】 株式会社エス・サイエンス

【英訳名】 S Science Company, Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 品 田 守 敏

【最高財務責任者の役職氏名】 常務取締役 甲 佐 邦 彦

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座八丁目９番13号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

　



１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役会長品田守敏及び当社最高財務責任者甲佐邦彦は、当社の第103期(自2021年４月１日 至2022年３

月31日)の有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

　

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。

　



　



宝印刷株式会社印刷

　


